
目論見書補完書面 

 

この書面は、金融商品取引法第 37条の 3の規定に基づき、お客様が当投資信託（フ

ァンド）をご購入するにあたり、ご理解していただく必要のある重要事項の情報を、

あらかじめ提供するものです。お取引にあたっては、この書面及び目論見書の内容を

よくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 
 

※この書面は、投資信託説明書（目論見書）の一部ではなく、マネックス証券の責任

の下で作成しているものです。 

 

手数料等の諸経費について 

・当ファンドの手数料など諸経費の詳細は目論見書をご覧ください。 

・お客様にご負担いただくお申込手数料、信託報酬など諸経費の種類ごとの金額

及びその合計額等については、実際のお申込み金額、保有期間等に応じて異な

る場合があります。 

 

当社における申込手数料は、購入金額（購入口数×１口あたりの購入価額）に、

ファンドごとの申込手数料率を乗じて計算します。 
 
＜口数指定でご購入する場合（例）＞ 

申込手数料率 3.0％（税抜）のファンドを購入価額 10,000円（1万口あたり）

で 100万口ご購入いただく場合は、 

申込手数料（税抜）＝100万口×10,000円÷10,000口×3.0％＝30,000円 

となり、合計 1,030,000円（税抜）お支払いただくことになります。 
 

＜金額指定でご購入する場合（例）＞ 

100万円の金額指定でご購入いただく場合、お支払いいただく 100万円の中

から申込手数料（税込）をいただきますので、100万円全額がファンドの購

入金額となるものではありません。 
 

 

クーリング・オフの適用について 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はなく、

クーリング・オフの対象とはなりませんので、ご注意ください。 

 

1．当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 
 

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行い

ます。 



2．当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 
 
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく

第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われ

る場合は、以下によります。 

・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設

が必要となります。 

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る

代金又は有価証券の全部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受け

いたします。 

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、

契約締結時交付書面（取引報告書）をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁

的方法による場合を含みます）。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに

当社お問合せ窓口へ直接ご連絡ください。 

 

3．当社の概要 
 
・ 商号等 ： マネックス証券株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165号 

・ 本店所在地 ： 〒107-6025 東京都港区赤坂一丁目 12番 32号 

・ 設立 ： 1999年 5月 

・ 資本金 ： 12,200百万円 

・ 主な事業 ： 金融商品取引業 

・ 加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

・ 指定紛争 

解決機関 

： 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

 

・ 連絡先 ： ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。 

   お客様ダイヤル ： 0120-846-365（通話料無料） 

     03-6737-1666（携帯電話・PHS・一部 IP 電話） 

     ログイン IDと暗証番号をご用意ください。 

   当社ウェブサイト ： ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力

フォームからお問合せいただけます。 

  

 

 

以 上 

（平成 29年 2月） 

KTM_TOUSHIN_1.2 



当資料は全ての投資信託の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」に添付しているものです 

申込手数料や解約手数料がかからない投資信託につきましては、以下の説明は該当しません。 

 

申込手数料に関するご説明 
 

■投資信託の申込手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほ

ど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 

例えば、申込手数料が 3％（税抜き）の場合 

【保有期間】            【１年あたりのご負担率（税抜き）】 

 
 

 

※投資信託によっては、申込手数料をいただかず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただ

く場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていき

ます。 

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間につい

ては「目論見書補完書面」や「投資信託説明書（交付目論見書）」にてご確認ください。 

※投資信託をご購入いただいた場合には、上記の申込手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いた

だきます。また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の

手数料率等の詳細は、「目論見書補完書面」や「投資信託説明書（交付目論見書）」にてご確認ください。 
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平成 29 年 8 月 

ご投資家の皆様へ 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

「ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」 

信託の終了（繰上償還）のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

 

掲題の各ファンドにつきまして、信託の終了（繰上償還）に関して、平成 29 年 7 月 3日現

在の受益者の皆様を対象に平成 29 年 7 月 3 日から平成 29 年 7 月 31 日までの間、書面決議の

手続きを行って参りました。 

 

書面決議の結果、各ファンドにおいて議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の賛成をもって

可決されたため、当初の予定通り信託期間を繰り上げ、平成 29 年 9 月 12 日をもって信託を

終了させていただきますので、お知らせいたします。 

 

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 



 

 

 

 

ドイツ株式ファンド 
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） 

追加型投信／海外／株式 

 

 
 
 

 
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 
 
 

ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の照会先までお問い合わ
せください。 
ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」とい
います。）は委託会社のインターネットホームページに掲載しております。また、ファンドの投
資信託約款の全文は請求目論見書に掲載されております。 
ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
基づき事前に受益者の意向を確認いたします。 
投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。 
請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、
販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録していただきますようお
願い申し上げます。 
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

この目論見書により行うドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）およびドイツ株式ファンド（為替
ヘッジなし）の募集については、発行者である大和住銀投信投資顧問株式会社（委託会社）は、金
融商品取引法第５条の規定により、有価証券届出書を平成29年３月10日に関東財務局長に提出して
おり、平成29年３月11日にその届出の効力が生じております。 

 

委託会社への照会先 
大和住銀投信投資顧問株式会社 
＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 
＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 

投資信託説明書（交付目論見書） 
＜訂正事項分＞ 
2017年８月２日 



１．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 
「投資信託説明書（交付目論見書）2017年３月11日」の記載事項のうち、信託を終了（繰上償
還）することとなったことに伴う訂正事項がありますので、訂正を行うものであります。 

 
２．訂正の内容 

下線部は訂正部分を示します。 

 

 
 

 
（以下略） 

 

購入の申込期間 
平成29年３月11日から平成29年９月８日※までです。 
※当ファンドは、平成29年９月12日をもって信託を終了（繰上償還）いたしま

す。 

（以下略） 

信託期間 

平成27年12月30日から平成29年９月12日※までです。 
※当ファンドの信託期間は平成37年12月10日まででしたが、信託を終了（繰上

償還）することとなったため、信託期間は平成29年９月12日までとなりまし
た。 

（以下略） 
 

以上 

 



ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

追加型投信／海外／株式

<委託会社> ［ファンドの運用の指図を行う者］
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長（金商）第353号
<受託会社> ［ファンドの財産の保管及び管理を行う者］
株式会社りそな銀行

ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。
ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は委託
会社のインターネットホームページに掲載しております。また、ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。

委託会社等の情報 委託会社への照会先
インターネットホームページ
http://www.daiwasbi.co.jp/
お電話によるお問い合わせ先
受付窓口:（電話番号）0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで（土、日、祝日除く。）

投資信託説明書（交付目論見書）
2017年3月11日

※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。



ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

商品分類 属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

為替ヘッジ
あり

追加型 海外 株式
その他資産

（投資信託証券
（株式　一般））

年２回 欧州 ファミリー
ファンド

あり
（フルヘッジ）

為替ヘッジ
なし なし

<委託会社の情報>
委託会社名：大和住銀投信投資顧問株式会社
設立年月日：1973年6月1日
資本金：20億円（2017年1月末現在）
運用する投資信託財産の合計純資産総額：3兆3,825億円（2017年1月末現在）

本書において、ファンドの名称を以下のように表示することがあります。
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）：為替ヘッジあり
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）：為替ヘッジなし

■この目論見書により行うドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）およびドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）の募集については、発行者で
ある大和住銀投信投資顧問株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成29年3月10日に
関東財務局長に提出しており、平成29年3月11日にその届出の効力が生じております。

■ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認
いたします。

■投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
■請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された

場合は、その旨をご自身で記録していただきますようお願い申し上げます。
■ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みくださいますようお願い申し上げます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

主にドイツの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資します。

■当ファンドは、「ドイツ株式マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
■大型株のみならず中小型株にも投資します。
■個別企業のファンダメンタルズや財務の健全性等を勘案して投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長
を目指します。
■マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を「ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH」
（所在地：ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン）へ委託します。

※運用プロセスは、将来見直される場合があります。

ファンドの目的・特色

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの株式に投資することにより、
信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH の概要

●ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHは、ドイツ銀行グループの資産運用部門のドイツ
における拠点です。
●グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用実績の実現
を目指します。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの目的

ファンドの特色

特色
1

特色
2

特色
3

アイデア創出 企業調査 ディスカッション ポートフォリオ構築 モニタリング

• 定量分析によるスク
リーニング
• アナリストによる調
査・ 分析
• 企業訪問等による情
報収集

• コーポレート・ガバ
ナンス
•ビジネスモデル
•財務内容
•バリュエーション

• 個別銘柄の投資テーマ
• アナリストの見方と
仮説について検証
• ポートフォリオのポ
ジションの決定
•潜在的リスクを検証

•ポートフォリオのキャ
ラクター（サイズ配
分、バリュエーション
等）の決定
•景気サイクル
•Ｍ&Ａサイクル

•投資テーマの追検証
•確度の高さ
•リスク／リターン・プ
ロファイル
•ファンダメンタルズ
の変調

運用プロセス



2

ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）ファンドの目的・特色

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。

毎年６月、12月の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、基準価額に応じた
分配を目指します。

■為替ヘッジあり…原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
■為替ヘッジなし…原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。
■販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社ま

でお問い合わせください。

■基準価額は１万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
■原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の表の金額の分配を目指します。ただし、分配対象額

が少額な場合等には分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価
額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

■分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。） 等の範囲内とします。
■収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合

等には分配を行わないことがあります。
■将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※基準価額に応じて、決算期毎の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すればその水準に応じ
た分配を続ける、というものではありません。

※分配により基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。
※計算期末の前営業日の基準価額が10,500 円未満の場合の収益分配金は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況

動向等を勘案して、委託会社が決定します。

特色
1

特色
2

特色
3

特色
1

特色
2

特色
3

計算期末の前営業日の基準価額 分配金額（１万口当たり、税引前）

10,500円未満 分配対象額の範囲内

10,500円以上11,500円未満 500円

11,500円以上12,500円未満 1,000円

12,500円以上13,500円未満 2,000円

13,500円以上 3,000円



3

ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、 
その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

運用はファミリーファンド方式で行います。

投資制限の対象 投資制限の内容

株式 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。

投資信託証券 投資信託証券（マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券を除きます。）への実質投資 
割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20%以内とします。

同一銘柄の新株引受権
証券等

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の10%以内とします。

外貨建資産 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

＊有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引は投資信託約款の範囲で行います。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

主な投資制限

投資

買付・
換金の
お申込み

分配金・
償還金等

損益

投資

損益

投資

損益買付・
換金の
お申込み

分配金・
償還金等

お客様
（受益者）

ベビーファンド マザーファンド

ドイツの
株式

ドイツ株式
ファンド

（為替ヘッジあり）

ドイツ株式
マザーファンド

ドイツ株式
ファンド

（為替ヘッジなし）
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますの
で、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投
資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものでは
ありません。

株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用
状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下
落するおそれがあります。

為替リスク

＜為替ヘッジあり＞
当ファンドは、原則としてマザーファンドを通じて投資する外貨建資産について、対円での為
替ヘッジを行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全に為替ヘッジす
ることはできないため、組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
また、円金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジ
コストがかかることにご留意ください。

＜為替ヘッジなし＞
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じ
ます。また、当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響
を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、
この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

流動性リスク

実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の
変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価
証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行
できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済
の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額
が下落するおそれがあります。

信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当
該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファ
ンドの基準価額が下落するおそれがあります。

カントリーリスク

投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替
取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、
国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落する
おそれがあります。

投資リスク

基準価額の変動要因
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

■収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当
分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場
合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分
配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合
があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用
リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォー
マンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に
向けた提言を行います。

その他の留意点

リスクの管理体制
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

（参考情報）
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

<各資産クラスの指数について＞
資産クラス 指数名 権利者
日本株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc.
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc.
日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社
先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLC
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC

（注）	�上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して
一切の責任を負いません。

投資リスク
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為替ヘッジあり 為替ヘッジあり

為替ヘッジなし 為替ヘッジなし

※年間騰落率は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率を
表示しています。

※年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を
再投資したものとして計算しているため、実際の基準価額に基づ
いて計算した年間騰落率および実際の基準価額とは異なる場合
があります。

※上記グラフは、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の
平均値・最大値・最小値を表示したものであり、当ファンドと代表
的な資産クラスを定量的に比較できるように作成しています。全
ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとし
て計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰
落率とは異なる場合があります。

（注）上記グラフにおいて、当ファンドと代表的な資産クラスのデータ
の期間が異なりますので、ご留意ください。

 平均値　　　　　　  最大値　　　　　　  最小値 年間騰落率（右目盛）　　  分配金再投資基準価額（左目盛）
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）運用実績

・ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

2017年1月31日現在

＊ファンドの収益率は暦年ベースで表示しております。但し、2015年は当初設定時から年末までの収益率、2017年は1月末までの収益率です。
＊	ファンドの年間収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しております。
＊	ファンドには、ベンチマークはありません。
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為替ヘッジあり

為替ヘッジなし

＊	分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しております。

為替ヘッジあり
2016年12月 343円

2016年 6 月 0円

設 定 来 累 計 343円

＊	分配金は１万口当たり、税引前

為替ヘッジなし
2016年12月 0円

2016年 6 月 0円

設 定 来 累 計 0円

＊	分配金は１万口当たり、税引前

為替ヘッジあり
投資銘柄 投資比率

ドイツ株式マザーファンド 99.5%

為替ヘッジなし
投資銘柄 投資比率

ドイツ株式マザーファンド 100.3%

■ 参考情報
ドイツ株式マザーファンド
上位10銘柄

投資銘柄 業種 投資比率
1 SAP AG ソフトウェア・サービス 8.0%
2 ALLIANZ AG REGD DM 50 保険 7.4%
3 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 自動車・自動車部品 6.9%
4 SIEMENS AG DM 5 資本財 6.8%
5 BASF SE 素材 6.0%
6 BAYER AG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.4%
7 DEUTSCHE POST AG-REG 運輸 4.4%
8 CONTINENTAL AG 自動車・自動車部品 3.8%
9 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 自動車・自動車部品 3.0%

10 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 保険 2.7%
＊投資比率は全て純資産総額対比　　　　＊業種は世界産業分類基準（GICS）

上位10業種
業種 投資比率

1 自動車・自動車部品 13.7%
2 資本財 13.7%
3 素材 12.3%
4 ソフトウェア・サービス 11.4%
5 保険 10.7%
6 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.1%
7 運輸 5.7%
8 電気通信サービス 3.5%
9 半導体・半導体製造装置 3.4%

10 各種金融 3.1%

基準価額・純資産の推移（設定日〜2017年1月31日） 分配の推移

主要な資産の状況

年間収益率の推移

 純資産総額：右目盛　　  基準価額：左目盛　　  分配金再投資基準価額：左目盛



8

ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。

購入申込について 販売会社によっては一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。

購入・換金申込受付不可日 フランクフルト証券取引所またはフランクフルトの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。

申込締切時間 原則として午後３時までとします。

購入の申込期間 平成29年３月11日から平成30年３月９日までです。
（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の
中止及び取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、ご換金の受付を中止することがあります。

信託期間 平成27年12月30日から平成37年12月10日までです（約10年）。

繰上償還 各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還さ
れることがあります。

決算日 毎年６月、12月の10日（該当日が休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年２回の決算時に分配を行います。
＊�分配金自動再投資型を選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

信託金の限度額 各々につき3,000億円

公告 日本経済新聞に掲載します。

運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
当ファンドは、益金不算入制度および配当控除の適用はありません。
※�上記は平成29年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更され

る場合があります。

手続・手数料等

お申込みメモ
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ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

ファンドの費用

税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

・�少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※で、販売会社
で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。

・上記は平成29年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
・法人の場合は上記とは異なります。
・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

時　期 項　目 税　金

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

※購入時手数料（スイッチングの際の購入時手数料を含みます。）については、お申込みの各販売会社までお問
い合わせください。

購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用

（信託報酬）
毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7712％（税抜1.64％）を乗じて得た額とします。運用管理
費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞

委託会社 年率0.90%（税抜） ファンドの運用等の対価

販売会社 年率0.70%（税抜） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.04%（税抜） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※委託会社の報酬には、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHへの投資顧問報酬が含まれ
ます。投資顧問報酬の額は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に対して年0.50％以内の率を乗じて
得た金額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支払います。

その他の費用・
手数料

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要
する費用等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、

運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

ファンドの費用・税金





 

 

 

 

平成 29 年 8 月 

ご投資家の皆様へ 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

「ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」 

信託の終了（繰上償還）のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

 

掲題の各ファンドにつきまして、信託の終了（繰上償還）に関して、平成 29 年 7 月 3日現

在の受益者の皆様を対象に平成 29 年 7 月 3 日から平成 29 年 7 月 31 日までの間、書面決議の

手続きを行って参りました。 

 

書面決議の結果、各ファンドにおいて議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の賛成をもって

可決されたため、当初の予定通り信託期間を繰り上げ、平成 29 年 9 月 12 日をもって信託を

終了させていただきますので、お知らせいたします。 

 

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 



本書は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

 

 

 

 

 

ドイツ株式ファンド 
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） 

追加型投信／海外／株式 

(課税上は株式投資信託として取扱われます｡) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

１．この投資信託説明書（請求目論見書）にかかるドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）お

よびドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）（以下、両ファンドを総称して当ファンドと

いいます。）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５

条の規定により有価証券届出書を平成29年３月10日に関東財務局長に提出しており、平成

29年３月11日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条第２項第２号の規定に定

める事項に関する内容を記載した目論見書です。 

３．当ファンドの基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為

替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属しま

す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 

投資信託説明書（請求目論見書） 

＜訂正事項分＞ 

 

2017年８月２日 

大和住銀投信投資顧問株式会社 



１．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 
「投資信託説明書（請求目論見書）2017年３月11日」の記載事項のうち、信託を終了（繰上償
還）することとなったことに伴う訂正事項がありますので、訂正を行うものであります。 

 
２．訂正の内容 

下線部は訂正部分を示します。 

 

第一部【証券情報】 
(７)【申込期間】 

平成29年３月11日から平成29年９月８日※までです。 

※当ファンドは、平成29年９月12日をもって信託を終了（繰上償還）いたします。 

（以下略） 

 

第二部【ファンド情報】 
第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

(２)【ファンドの沿革】 

平成27年12月30日 信託契約締結 

平成27年12月30日 当ファンドの設定・運用開始 
平成29年９月12日 当ファンドの信託の終了（予定） 

（以下略） 

 

第２【管理及び運営】 

３【資産管理等の概要】 
(３)【信託期間】 

当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（平成27年12月30日）から平成29年９月12日※まで

とします。 

なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協

議のうえ、信託期間を延長することができます。 

ただし、後記「（５）その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託

を終了させることがあります。 

※当ファンドの信託期間は平成37年12月10日まででしたが、信託を終了（繰上償還）することと

なったため、信託期間は平成29年９月12日までとなりました。 

（以下略） 

 

以上 



ドイツ株式ファンド
（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

追加型投信／海外／株式
（課税上は株式投資信託として取扱われます。）

本書は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

投資信託説明書（請求目論見書）
2017年3月11日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．この投資信託説明書（請求目論見書）にかかるドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）お

よびドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）（以下、両ファンドを総称して当ファンドと

いいます。）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５

条の規定により有価証券届出書を平成29年３月10日に関東財務局長に提出しており、平成

29年３月11日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条第２項第２号の規定に定

める事項に関する内容を記載した目論見書です。 

３．当ファンドの基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為

替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属しま

す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 
 

発 行 者 名  大和住銀投信投資顧問株式会社 

代 表 者 の 役 職 氏 名  代表取締役社長 後藤 正明 

本 店 の 所 在 の 場 所  東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

有価証券届出書の写しを 
縦 覧 に 供 す る 場 所 

 該当ありません。 
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約   款  

 

ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会

先までお問い合わせください。 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 

＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 
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第一部【証券情報】 
(１)【ファンドの名称】 

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 

 

以下、上記ファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といいま

す。また、必要に応じてドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）を「為替ヘッジあり」、ドイツ株

式ファンド（為替ヘッジなし）を「為替ヘッジなし」といいます。 

 

(２)【内国投資信託受益証券の形態等】 

当ファンドは、追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。 

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ

れた信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありま

せん。 
 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の

適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替

機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以

下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、

振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託

会社である大和住銀投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益

権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(３)【発行（売出）価額の総額】 

各々につき、１兆円を上限とします。 

なお、上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下、

「消費税等」といいます。）は含まれていません。 

 

(４)【発行（売出）価格】 

取得申込受付日（注１）の翌営業日の基準価額（注２）とします（なお、申込手数料および申込手数料

にかかる消費税等相当額は含まれていません。）。 
（注１）フランクフルト証券取引所またはフランクフルトの銀行の休業日と同日の場合には、取得

のお申込みを受付けないものとします。 

（注２）基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除

きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財

産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算

日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

 

ファンドの基準価額については、お申込みの各販売会社または下記の照会先までお問い合わせく

ださい。 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 

＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 

 

(５)【申込手数料】 

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 
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ファンドの申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）については、お申込みの

各販売会社までお問い合わせください。 

※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。 

※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。 

※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。 

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の

対価です。 

 

(６)【申込単位】 

販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問

い合わせください。 

 

(７)【申込期間】 

平成29年３月11日から平成30年３月９日までです。 

（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） 

 

(８)【申込取扱場所】 

ファンドの申込取扱場所（販売会社）については、下記までお問い合わせください。 
大和住銀投信投資顧問株式会社 
＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 

＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 

 

(９)【払込期日】 

①申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください（詳細はお申込みの販売会

社までお問い合わせください。）。 

 

②申込期間中に、投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、追加信

託を行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファ

ンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に

払込まれます。 

 

(10)【払込取扱場所】 

申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。 

 

(11)【振替機関に関する事項】 

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

 

(12)【その他】 

①振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい

ます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 
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②日本以外の地域における発行 

ありません。 
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第二部【ファンド情報】 
第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

(１)【ファンドの目的及び基本的性格】 

①ファンドの目的 

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの株式に投資することにより、

信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 

 
②ファンドの基本的性格 

当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 

＜商品分類表＞ 
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉） 

 

 

 

単位型 

 

 

 

追加型 

 

 

 

国  内 

 

 

海  外 

 

 

内  外 

 

 

株  式 

 

債  券 

 

不動産投信 

 

その他資産 

（    ） 

 

資産複合 

 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

※商品分類表の各項目の定義について 

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

とともに運用されるファンドをいいます。 

海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海

外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株

式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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＜属性区分表＞ 

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 
 
株式 
 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 

クレジット属性 
（  ） 

 
不動産投信 
 
その他資産 
（投資信託証券 
（株式 一般）） 
 
資産複合 
（  ） 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 
 

 
年１回 

 

年２回 

 

年４回 

 

年６回 

（隔月） 

 

年12回 

（毎月） 

 

日々 

 
その他 
（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 
 

 
 
 
 
 
ファミリーファ

ンド 
 
 
 
 
 
 
 
フ ァ ン ド ・ オ

ブ・ファンズ 
 

 
 
 
 
 

あり 

（フルヘッジ） 
 
 
 
 
 
 

なし 
 

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

 

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無

を記載しております。 

※属性区分表の各項目の定義について 

その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 

…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（マザーファンド）を通

じて実質的に株式（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいま

す。株式（一般）とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはま

らない全てのものをいいます。 

年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい

ます。 

欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ

ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として

投資するものをいいます。 

為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産

に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 

上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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＜商品分類表＞ 
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉） 

 

 

 

単位型 

 

 

 

追加型 

 

 

 

国  内 

 

 

海  外 

 

 

内  外 

 

 

株  式 

 

債  券 

 

不動産投信 

 

その他資産 

（    ） 

 

資産複合 

 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

※商品分類表の各項目の定義について 

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

とともに運用されるファンドをいいます。 

海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海

外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株

式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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＜属性区分表＞ 

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 
 
株式 
 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 

クレジット属性 
（  ） 

 
不動産投信 
 
その他資産 
（投資信託証券 
（株式 一般）） 
 
資産複合 
（  ） 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 
 

 
年１回 

 

年２回 

 

年４回 

 

年６回 

（隔月） 

 

年12回 

（毎月） 

 

日々 

 
その他 
（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 
 

 
 
 
 
 
ファミリーファ

ンド 
 
 
 
 
 
 
 
フ ァ ン ド ・ オ

ブ・ファンズ 
 

 
 
 
 
 

あり 

（    ） 
 
 
 
 
 
 

なし 
 

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

 

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無

を記載しております。 

※属性区分表の各項目の定義について 

その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 

…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（マザーファンド）を通

じて実質的に株式（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいま

す。株式（一般）とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはま

らない全てのものをいいます。 

年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい

ます。 

欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ

ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として

投資するものをいいます。 

為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記

載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 

上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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③ファンドの特色 
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④信託金の限度額 

信託金の限度額は、各々につき3,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限

度額を変更することができます。 

 

(２)【ファンドの沿革】 

平成27年12月30日 信託契約締結 

平成27年12月30日 当ファンドの設定・運用開始 

 
(３)【ファンドの仕組み】 

大和住銀投信投資顧問株式会社

ファンドの設定、運用指図、目論見書、
運用報告書の作成等を行います。

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）

委託会社

株式会社りそな銀行
＜再信託受託会社：日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社＞
信託財産の管理業務等を行います。

受託会社

ファンドの募集の取扱い、販売、解約請求
の受付、収益分配金の再投資ならびに収
益分配金、償還金および解約金の支払い
等を行います。

販売会社

投資家
（受益者）

解約金・収益分配金等

買付・換金のお申込み等

ドイツ株式マザーファンド

マザーファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント・
インベストメントGmbH

委託会社より運用指図に関する権限の委託を受け、マザー
ファンドの運用指図および実行を行います。

投資顧問会社

募集・販売に関する契約

証券投資信託契約

当ファンド

運
用
委
託
契
約

 

 

①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要 

関係法人 契約等の概要 

受託会社 
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の

算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定

されている信託契約を締結しています。 

販売会社 
販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る

事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結

しています。 

投資顧問会社 
マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定した運用委託契約（投資

一任契約）を締結しています。 
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②委託会社等の概況（平成29年１月末現在） 

・資本金の額 20億円 

・会社の沿革 昭和48年６月１日 大和投資顧問株式会社設立 

 平成11年２月18日 証券投資信託委託業の認可取得 

 平成11年４月１日 住銀投資顧問株式会社及びエス・ビー・アイ・エム投信株

式会社と合併し、大和住銀投信投資顧問株式会社へ商号を

変更 

・大株主の状況 

名称 住所 所有株式数 
（株） 

比率

（％）

株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内１－９－１ 

グラントウキョウ ノースタワー 1,692,500 44.0

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ 
東京都千代田区丸の内１－１－２ 1,692,500 44.0

ティー・アール・ピー・ 

エイチ・コーポレーション 

アメリカ合衆国21202,メリーランド

州ボルチモア イースト プラット

ストリート100 

385,000 10.0

 

２【投資方針】 

(１)【投資方針】 
［為替ヘッジあり］ 

①ドイツ株式マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの取引所※に上場する株式へ実質的に

投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第

３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。 

 

②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。 

 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 

［為替ヘッジなし］ 

①ドイツ株式マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの取引所に上場する株式へ実質的に投

資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

 

②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 

 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 

(２)【投資対象】 

①投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託

約款に定めるものに限ります。） 
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ハ．金銭債権 

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

 

②運用の指図範囲 

委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、株式会社り

そな銀行を受託会社として締結されたドイツ株式マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定

めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券

（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する

もの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、１の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち１の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および12ならびに17の証券または証書

のうち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以

下「投資信託証券」といいます。 



－  － 13

 

③その他の金融商品の運用の指図 

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する

ことを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と

認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記の１から６までに掲げる金融商品により

運用することの指図ができます。 
 

(３)【運用体制】 

 

運用管理
委員会

投 資 政 策 委 員 会

ＰＬＡＮ（戦略）

株式運用第一部
各グループ

株式運用第二部
グローバル株式運用

グループ

債券運用第一部

債券運用第二部

資産別分科会

マクロ部会

マクロ・市場
投資環境シナリオ
資産配分
資産別戦略

ＤＯ（運用） ＳＥＥ（評価）

経済調査部

マルチアセット
運用部

情報

情報

市場・投資戦略部会

マクロシナリオ

市場・投資環境シナリオ

マクロ・市場
投資環境シナリオ原案

ポートフォリオ
検討会議

運用部門

企業調査部
クレジット調査部
海外現地法人

外国株式分科会

国内債券分科会

外国債券分科会

アセットアロケーション分科会

国内株式分科会

オルタナティブ資産分科会

 
 

＊当ファンドの運用体制に係る運用部門の人員数は、平成29年１月末現在で約100名です。 

＊運用体制および人員数は、今後変更になる場合があります。 

＊運用リスク管理体制についての詳細は、後述の「３ 投資リスク＜リスクの管理体制＞」に

記載しております。 

＊当社では、社内業務規程等でファンドの運用におけるファンドマネージャーの権限および責

任、また信託財産の適正な運用とリスク管理を行うことを目的として運用に関する基本的事

項を定めております。 

 

(４)【分配方針】 

①毎決算時（毎年６月、12月の10日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方
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針に基づき分配を行います。 

イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）

等の範囲内とします。 

ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、

分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 

ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運

用を行います。 

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

 

②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

イ．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除

した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか

かる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることがで

きます。 

ロ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあると

きは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

ハ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。 

イ．収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の

末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金

にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に支払います。 

※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して５営業日までに開始します。 

ロ．前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益

分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込

むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付

されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、

振替口座簿に記載または記録されます。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原

則として、信託約款に定める各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。 

ハ．上記イ．に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 
 
(５)【投資制限】 

当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を

定めています。 

①信託約款に定める投資制限 

イ．株式等への投資制限 

(イ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

＊実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファン

ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいい

ます。以下同じです。 

(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時

価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価
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総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分

の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。以下同じです。 

 

ロ．投資する株式等の範囲 

(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引

所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ

れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当

により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ

りません。 

(ロ)前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証

券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会

社が投資することを指図することができるものとします。 

 

ハ．同一銘柄の株式等への投資制限 

(イ)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし

ません。 

(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託

財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

ニ．投資信託証券への投資制限 
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドおよび取引所上場の投資信託

証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（取引所上

場の投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 
  

ホ．信用取引の運用指図 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまた

は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(ロ)前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との

合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

(ハ)信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に

相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

へ．先物取引等の運用指図・目的・範囲 

(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第

28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商

品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけ
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るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引

は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 

(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所

における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ

ます。 

(ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引

ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが

できます。 

 

ト．スワップ取引の運用指図・目的・範囲 

(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本

を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの

指図をすることができます。 

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能

なものについてはこの限りではありません。 

(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

チ．金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲 

(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ

ます。 

(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内

で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

(ニ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

(ホ)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい

います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）

までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金

銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、

その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ

元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済

日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の

授受を約する取引をいいます。 

(へ)為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為

替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と

反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項にお

いて同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為

替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。）を取

り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
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のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日にお

ける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決め

に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引

いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金

額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替

取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済

日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す

る取引をいいます。 

 

リ．同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限 

委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付

社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予

約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を

超えることとなる投資の指図をしません。 

 

ヌ．有価証券の貸付の指図および範囲 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債

を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

(ａ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

(ｂ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。 

(ロ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う

ものとします。 

 

ル．公社債の空売りの指図 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財

産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決

済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買

戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(ロ)前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当

する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

ヲ．公社債の借入れ 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたとき

は、担保の提供の指図を行うものとします。 

(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
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の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当

する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(ニ)(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。 

 

ワ．外貨建資産への投資制限 
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 
なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と

認められる場合には、制約されることがあります。 

 

カ．外国為替予約の指図および範囲 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図するこ

とができます。 

(ロ)前(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と

の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

(ハ)前(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも

のとします。 

 

ヨ．デリバティブ取引等に係る投資制限 

委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新

株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売

買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により

算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

タ．信用リスク集中回避のための投資制限 

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等

エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超

えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以

内となるよう調整を行うこととします。 

 

レ．資金の借入れ 

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴

う支払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、

資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者

への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間

が５営業日以内である場合の当該期間とし､資金借入額は当該有価証券等の売却または解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借

入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％の範囲内とします。 

(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
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(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

ソ．受託会社による資金の立替え 

(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 
(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利

子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりう

るものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 
(ハ)前(イ)および前(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議

によりそのつど別にこれを定めます。 

 
②法令による投資制限 

デリバティブ取引等に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合

理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デ

リバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お

よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないもの

とします。 
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（参考）マザーファンドの投資方針 

ドイツ株式マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要 

 

(１)運用の基本方針 

当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

(２)運用方法 

①投資対象  

ドイツの株式を主要投資対象とします。 

 

②投資態度 

イ．主にドイツの取引所に上場する株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目

指します。 

 
ロ．組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 

 

ハ．運用指図にかかる権限をドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHへ委託

します。 

 

ニ．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

 

(３)運用の指図 

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。）  

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信

託約款に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

 

②委託会社（信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含み

ます。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定

めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
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（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する

もの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、１の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち１の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および12ならびに17の証券または証書

のうち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以

下「投資信託証券」といいます。 

 

③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第

２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ

とを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 

④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③の１から６までに掲げる

金融商品により運用することの指図ができます。 

 

(４)主な投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以内とします。 

 

③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
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④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純

資産総額の５％以内とします。 

 

⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の10％以内とします。 

 

⑥投資信託証券（取引所上場の投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総

額の５％以内とします。 

 

⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 

⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。 

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項

第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法

第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ

ン取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 

ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所にお

ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

ハ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら

びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま

す。 

 

⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。 

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一

定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を

することができます。 

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。 

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信

託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 
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ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが

必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により

算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

 

⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。 
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３【投資リスク】 

＜当ファンドの有するリスク＞ 

□当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資し

ますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。

したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
□投資信託は預貯金と異なります。 

□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保す

る保証はありません。 
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 
 

＜基準価額の変動要因＞ 

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリ

スクを表したものではありません。 

 

(１)価格変動リスク 

当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資しま

す。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落す

るおそれがあります。 

 

(２)株価変動に伴うリスク 

株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況

にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するお

それがあります。 

 

(３)為替リスク 

＜為替ヘッジあり＞ 

当ファンドは、原則としてマザーファンドを通じて投資する外貨建資産について、対円での為

替ヘッジを行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全に為替ヘッジする

ことはできないため、組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。 

また、円金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコ

ストがかかることにご留意ください。 

 

＜為替ヘッジなし＞ 

当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じ

ます。また、当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を

直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この

場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。 

 

(４)流動性リスク 

実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化

や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流

動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなった

り、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が

困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま

す。 
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(５)信用リスク 

株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企

業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基

準価額が下落するおそれがあります。 

 

(６)カントリーリスク 

投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替

取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有

化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれが

あります。 

 

(７)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象とな

るマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属

する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によって

は当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともありま

す。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。 

 

＜その他の留意点＞ 

(１)収益分配金に関する留意事項 

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ

れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を

超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比

べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益

率を示すものではありません。 

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払

戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上

がりが小さかった場合も同様です。 

 

(２)繰上償還について 

当ファンドは、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等に

は、繰上償還されることがあります。 

 

(３)換金請求の受付に関する留意点 

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うた

め、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。 

 

(４)クーリング・オフについて 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。 

 

(５)法令・税制・会計等の変更可能性について 

法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。 

 

(６)その他 

委託会社は投資顧問会社（ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH）に対し

て、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがで
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きます。 
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＜リスクの管理体制＞ 
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っ

ております。 

名称および人員数 内容 
◆運用管理委員会 
（20名程度） 

ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、

運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定し

ます。 
◆リスク管理委員会 
（14名程度） 

運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切

な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。 
◆監査部 
（３名程度） 

取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢

のもと、法令等に従って行われているかを点検します。 
  

◆コンプライアンス・オフィサー 
（１名） 

コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと

同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の

啓蒙・教化に努めます。 
◆法務コンプライアンス部 
（５名程度） 

社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情

報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防

止するために日常的な活動を行います。 
◆プロダクト管理部 
（11名程度） 

約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視およ

び約定価格の妥当性を点検します。 
 ◆運用審査室 

（４名程度） 
ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を

行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通

じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。 
  

◆トレーディング部 
（18名程度） 

有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観

点を踏まえて行います。 
 
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。 
 

運用部門

運用管理委員会
（委員長：代表取締役社長）

取締役会

プロダクト管理部
運用審査室

•ファンドのパフォーマンス分析・評価
•リスク分析

•ファンドの運用状況を総合的に分析・評価
•運用リスク管理の強化、改善に向けた
方策を討議、決定

モニタリング、運用リスクに関する内部基準への抵触・逸脱に対する
指摘および状況のフォローアップ

運用リスク軽減に向けた提言
運用に係わる内部基準の遵守状況の点検結果報告

•運用リスク把握、自主的な管理

運
用
評
価
お
よ
び
運
用
リ
ス
ク
の
管
理
状
況
の
報
告

運
用
評
価
お
よ
び
運
用
リ
ス
ク
の
管
理
状
況
報
告
を
指
示

重要事項の報告

運用部門

運用管理委員会
（委員長：代表取締役社長）

取締役会

プロダクト管理部
運用審査室

•ファンドのパフォーマンス分析・評価
•リスク分析

•ファンドの運用状況を総合的に分析・評価
•運用リスク管理の強化、改善に向けた
方策を討議、決定

モニタリング、運用リスクに関する内部基準への抵触・逸脱に対する
指摘および状況のフォローアップ

運用リスク軽減に向けた提言
運用に係わる内部基準の遵守状況の点検結果報告

•運用リスク把握、自主的な管理

運
用
評
価
お
よ
び
運
用
リ
ス
ク
の
管
理
状
況
の
報
告

運
用
評
価
お
よ
び
運
用
リ
ス
ク
の
管
理
状
況
報
告
を
指
示

重要事項の報告

 
 
＊リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。 
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＜参考情報＞ 
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４【手数料等及び税金】 

(１)【申込手数料】 

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 

ファンドの申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）については、お申込みの

各販売会社までお問い合わせください。 

※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。 

※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。 

※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。 

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の

対価です。 

 

(２)【換金（解約）手数料】 

ありません。 

 

(３)【信託報酬等】 

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

年率1.7712％（税抜1.64％）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社

の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以

下の表のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年率0.90％（税抜） 年率0.70％（税抜） 年率0.04％（税抜） 

※マザーファンドでは信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上

記と同じです。 

※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等

の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の

対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。 

 

①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。 

 

②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します（税額は、

税法改正時には変更となります。）。 

 

③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱

残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数

料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。 

 

④委託会社の報酬には、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHへの投資顧問

報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に

対して、年10,000分の50以内の率を乗じて得た金額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該

報酬から支弁するものとします。 

 

(４)【その他の手数料等】 

①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買

委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用お

よび外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券

取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数

料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 
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※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引ま

たは請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資

対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算で

きないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。 

 

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担と

し、信託財産中から支弁します。 

 

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対

し年率0.01296％（税抜0.0120％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に

信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を

変更することができます。 

 

④信託財産留保額はありません。 

 

(５)【課税上の取扱い】 

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 

受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場

合は、以下の内容が変更になることがあります。 

 

①個人の受益者に対する課税 

・収益分配金の課税 

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として20.315％（所得税

15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率※で源泉徴収され確定申告不要となり

ます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（当ファンドは、配当控除の適用

がありません。）を選択することができます。 

・解約時および償還時の課税 

譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税

等相当額等を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として20.315％

（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率※が適用され、申告分離課税

となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となりま

す。 

※所得税については、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して

2.1％の税率で復興特別所得税が付加されます。 

 

 ＜損益通算について＞ 

解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または

譲渡損失）との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株

式等の配当所得等（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益

通算が可能です。 

また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）に

ついては、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）と相殺され、当該相殺後の譲渡損失につい

ては、上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。 

※上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投

資信託および特定公社債が含まれます。 

 

＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について＞ 

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象
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です。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託

などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得

等や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※で、販売会

社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売

会社にお問い合わせください。 

※20歳未満の方を対象とした「ジュニアＮＩＳＡ」もあります。 

 

②法人の受益者に対する課税 

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に

対しては、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率※で源泉徴収されます。 

※所得税については、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して

2.1％の税率で復興特別所得税が付加されます。 

 

 ＜益金不算入制度について＞ 

当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。 

 

（参考） 

＜個別元本について＞ 

・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本（申込手数料および申込手数料にかかる消費

税等相当額は含まれません。）が個別元本にあたります。 

 

・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当

該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

 

・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ

れる場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合

は当該支店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコ

ース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

 

・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当

該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「元

本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照）。 

 

＜収益分配金の課税について＞ 

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配

金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金

となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の

額が元本払戻金（特別分配金）、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が普通分配金となります。 

 

＊上記の内容は平成29年１月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更にな

ることがあります。 

＊課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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５【運用状況】 
 
【ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）】 
(１)【投資状況】 
（平成29年１月末現在） 

投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率 

親投資信託受益証券 
（ドイツ株式マザーファンド） 

日本 85,799,475 99.53%

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 403,107 0.47%

純資産総額 86,202,582 100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 
 

 
 (２)【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

（平成29年１月末現在） 
イ．主要銘柄の明細 

 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 
 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 

1 ドイツ株式マザーファンド 
親投資信託受益
証券 

84,664,965 0.9787 1.0134 － 99.53%

 日本 － 82,863,753 85,799,475 －

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

 
ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

種類別 投資比率 

親投資信託受益証券 99.53%

合計 99.53%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。 
 

ハ．投資株式の業種別投資比率 
該当事項はありません。 

 

②【投資不動産物件】 
（平成29年１月末現在） 
該当事項はありません。 

 
③【その他投資資産の主要なもの】 

（平成29年１月末現在） 

該当事項はありません。 
 

 (３)【運用実績】 

①【純資産の推移】 

純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円） 
 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 

設定時 
（平成27年12月30日） 

100 － 1.0000 －

平成28年１月末日 91 － 0.9233 －

平成28年２月末日 86 － 0.9113 －

平成28年３月末日 90 － 0.9617 －

平成28年４月末日 90 － 0.9711 －

平成28年５月末日 92 － 0.9776 －

第１計算期間末 

（平成28年６月10日） 
90 － 0.9566 －

平成28年６月末日 79 － 0.9050 －

平成28年７月末日 81 － 0.9659 －

平成28年８月末日 86 － 1.0000 －

平成28年９月末日 105 － 0.9882 －

平成28年10月末日 116 － 1.0056 －

平成28年11月末日 115 － 0.9970 －

第２計算期間末 

（平成28年12月12日） 
113 117 1.0000 1.0343

平成28年12月末日 113 － 1.0205 －

平成29年１月末日 86 － 1.0368 －

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。 
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②【分配の推移】 

期間 １口当りの分配金（円） 

第１期（平成27年12月30日～平成28年６月10日） 0 

第２期（平成28年６月11日～平成28年12月12日） 0.0343 

 
③【収益率の推移】 

期間 収益率 

第１期（平成27年12月30日～平成28年６月10日） △4.3% 

第２期（平成28年６月11日～平成28年12月12日） 8.1% 

（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×100 

 
 (４)【設定及び解約の実績】 

期間 設定総額（円） 解約総額（円） 

第１期（平成27年12月30日～平成28年６月10日） 103,489,482 8,828,301

第２期（平成28年６月11日～平成28年12月12日） 41,934,134 23,384,564

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。 
 

 
【ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）】 
(１)【投資状況】 

（平成29年１月末現在） 

投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率 

親投資信託受益証券 
（ドイツ株式マザーファンド） 

日本 153,440,630 100.25%

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △383,571 △0.25%

純資産総額 153,057,059 100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 
 

 

 (２)【投資資産】 
①【投資有価証券の主要銘柄】 

（平成29年１月末現在） 

イ．主要銘柄の明細 

 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 
 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 

1 ドイツ株式マザーファンド 
親投資信託受益
証券 

151,411,714 0.9771 1.0134 － 100.25%

 日本 － 147,957,813 153,440,630 －

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 
 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

種類別 投資比率 

親投資信託受益証券 100.25%

合計 100.25%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。 
 
ハ．投資株式の業種別投資比率 

該当事項はありません。 
 

②【投資不動産物件】 

（平成29年１月末現在） 
該当事項はありません。 
 

③【その他投資資産の主要なもの】 
（平成29年１月末現在） 
該当事項はありません。 
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(３)【運用実績】 
①【純資産の推移】 

純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円） 
 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 

設定時 

（平成27年12月30日） 
176 － 1.0000 －

平成28年１月末日 164 － 0.9266 －

平成28年２月末日 151 － 0.8605 －

平成28年３月末日 163 － 0.9353 －

平成28年４月末日 160 － 0.9194 －

平成28年５月末日 154 － 0.9215 －

第１計算期間末 
（平成28年６月10日） 

148 － 0.8826 －

平成28年６月末日 129 － 0.7883 －

平成28年７月末日 142 － 0.8517 －

平成28年８月末日 145 － 0.8770 －

平成28年９月末日 140 － 0.8573 －

平成28年10月末日 165 － 0.8854 －

平成28年11月末日 166 － 0.9128 －

第２計算期間末 
（平成28年12月12日） 

172 － 0.9621 －

平成28年12月末日 154 － 0.9905 －

平成29年１月末日 153 － 0.9970 －

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。 
 
②【分配の推移】 

該当事項はありません。 
 

③【収益率の推移】 
期間 収益率 

第１期（平成27年12月30日～平成28年６月10日） △11.7% 

第２期（平成28年６月11日～平成28年12月12日） 9.0% 

（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×100 

 
 (４)【設定及び解約の実績】 

期間 設定総額（円） 解約総額（円） 

第１期（平成27年12月30日～平成28年６月10日） 183,150,122 15,430,024

第２期（平成28年６月11日～平成28年12月12日） 32,322,349 20,739,035

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。 
 

 
（参考）マザーファンドの運用状況 
 
ドイツ株式マザーファンド 
 (１) 投資状況 

（平成29年１月末現在） 

投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率

ドイツ 227,274,332 95.00%

イギリス 2,352,575 0.98%株式 

オランダ 1,318,585 0.55%

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,284,959 3.46%

純資産総額 239,230,451 100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 
 

 

 (２) 投資資産 
① 投資有価証券の主要銘柄 

（平成29年１月末現在） 

イ．主要銘柄の明細 

 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 
 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 

1 SAP AG 株式 1,854 9,724 10,365 － 8.03%

 ドイツ 
ソフトウェア･

サービス 
18,028,615 19,218,183 －

2 ALLIANZ AG REGD DM 50 株式 913 19,145 19,388 － 7.40%

 ドイツ 保険 17,479,556 17,701,871 －

3 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 株式 1,928 8,315 8,577 － 6.91%

 ドイツ 
自動車･自動車

部品 
16,032,332 16,537,010 －
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 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 
 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 

4 SIEMENS AG DM 5 株式 1,134 13,964 14,378 － 6.82%
 ドイツ 資本財 15,835,998 16,305,417 －

5 BASF SE 株式 1,301 10,395 11,002 － 5.98%

 ドイツ 素材 13,523,914 14,314,314 －

6 BAYER AG 株式 834 11,510 12,722 － 4.44%

 ドイツ 

医薬品･バイオ
テクノロジー･
ライフサイエン

ス 

9,599,544 10,610,877 －

7 DEUTSCHE POST AG-REG 株式 2,758 3,672 3,827 － 4.41%

 ドイツ 運輸 10,128,999 10,555,448 －

8 CONTINENTAL AG 株式 414 22,255 22,195 － 3.84%

 ドイツ 
自動車･自動車

部品 
9,213,942 9,188,740 －

9 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 株式 828 8,966 8,651 － 2.99%

 ドイツ 
自動車･自動車
部品 

7,424,582 7,163,487 －

10 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 株式 306 21,318 21,373 － 2.73%

 ドイツ 保険 6,523,438 6,540,203 －

11 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 株式 467 13,362 13,879 － 2.71%

 ドイツ 
家庭用品･パー
ソナル用品 

6,240,083 6,481,726 －

12 LINDE AG 株式 336 19,601 18,518 － 2.60%

 ドイツ 素材 6,586,188 6,222,106 －

13 DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER 株式 521 9,391 10,207 － 2.22%

 ドイツ 各種金融 4,893,125 5,318,117 －

14 FRESENIUS SE & CO KGAA 株式 565 8,568 9,004 － 2.13%

 ドイツ 
ヘルスケア機

器･サービス 
4,841,352 5,087,615 －

15 INFINEON TECH NPV 株式 2,427 1,971 2,075 － 2.11%

 ドイツ 
半導体･半導体
製造装置 

4,785,416 5,038,057 －

16 DEUTSCHE TELEKOM AG 株式 2,475 1,915 1,980 － 2.05%

 ドイツ 
電気通信サービ
ス 

4,741,447 4,901,152 －

17 MERCK KGAA 株式 344 11,483 12,509 － 1.80%

 ドイツ 

医薬品･バイオ
テクノロジー･

ライフサイエン
ス 

3,950,310 4,303,375 －

18 HEIDELBERGCEMENT AG 株式 376 10,715 10,958 － 1.72%

 ドイツ 素材 4,028,921 4,120,477 －

19 FREENET AG 株式 1,031 3,087 3,388 － 1.46%

 ドイツ 
電気通信サービ
ス 

3,183,294 3,493,966 －

20 MTU AERO ENGINES AG 株式 223 12,266 13,538 － 1.26%

 ドイツ 資本財 2,735,387 3,019,107 －

21 ZALANDO SE 株式 619 4,266 4,373 － 1.13%

 ドイツ 小売 2,640,728 2,707,047 －

22 NORDEX SE 株式 1,117 2,323 2,419 － 1.13%
 ドイツ 資本財 2,595,532 2,702,215 －

23 DUERR AG 株式 271 9,666 9,811 － 1.11%
 ドイツ 資本財 2,619,743 2,659,006 －

24 OSRAM LICHT AG 株式 400 5,829 6,471 － 1.08%
 ドイツ 資本財 2,331,999 2,588,405 －

25 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 株式 452 4,499 5,204 － 0.98%

 イギリス 
半導体･半導体
製造装置 

2,033,670 2,352,575 －

26 SOFTWARE AG 株式 565 3,974 4,109 － 0.97%

 ドイツ 
ソフトウェア･
サービス 

2,245,609 2,321,963 －

27 UNITED INTERNET AG-REG SHARE 株式 485 4,298 4,688 － 0.95%

 ドイツ 
ソフトウェア･

サービス 
2,085,011 2,273,967 －

28 LANXESS AG 株式 274 7,548 8,212 － 0.94%

 ドイツ 素材 2,068,289 2,250,098 －
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 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 
 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 

29 STADA ARZNEIMITTEL AG 株式 374 5,395 5,807 － 0.91%

 ドイツ 

医薬品･バイオ
テクノロジー･

ライフサイエン
ス 

2,017,861 2,171,995 －

30 DEUTSCHE BANK AG DM 5 株式 896 2,111 2,265 － 0.85%

 ドイツ 各種金融 1,891,585 2,030,127 －

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

 
ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

種類別 投資比率 

株式 96.54%

合計 96.54%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。 
 

ハ．投資株式の業種別投資比率 
業種別 投資比率 

（海外） 

自動車･自動車部品 13.75%

資本財 13.71%

素材 12.27%

ソフトウェア･サービス 11.40%

保険 10.69%

医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 8.11%

運輸 5.75%

電気通信サービス 3.51%

半導体･半導体製造装置 3.43%

各種金融 3.07%

家庭用品･パーソナル用品 2.71%

小売 2.25%

ヘルスケア機器･サービス 2.13%

銀行 1.12%

メディア 0.87%

テクノロジー･ハードウェアおよび機器 0.66%

商業･専門サービス 0.62%

消費者サービス 0.49%

小計 96.54%

合計 96.54%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 

 
② 投資不動産物件 
（平成29年１月末現在） 

該当事項はありません。 
 

③ その他投資資産の主要なもの 

（平成29年１月末現在） 
該当事項はありません。 
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（参考情報） 

 
 



－  － 38

第２【管理及び運営】 

１【申込（販売）手続等】 

(１)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけま

す。ただし、フランクフルト証券取引所またはフランクフルトの銀行の休業日と同日の場合には、

取得のお申込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後３時までとします。

これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降で、フランクフルト証券取引所または

フランクフルトの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。 

 

(２)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初１口＝１円）とします。お申込みには

申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は、１

口または１円の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。 

 

(３)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行う

ものとします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる

「分配金受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」

があり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との

間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によって

はどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があります。 

なお、当ファンドは「為替ヘッジあり」および「為替ヘッジなし」の２つのファンドから構成さ

れていますが、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。 
＊販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異

なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま

す。 

 

(４)定時定額で購入する「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合があり

ます。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結し

ます。詳細については、販売会社にお問い合わせください。 

 

（注）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設さ

れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申

込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機

関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通

知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、

追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 
２【換金（解約）手続等】 

受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、フランク

フルト証券取引所またはフランクフルトの銀行の休業日と同日の場合には、解約請求を受付けないも

のとします。解約の受付は原則として午後３時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約

請求は、翌営業日以降でフランクフルト証券取引所またはフランクフルトの銀行の休業日と同日でな

い最も近い営業日の取扱いとします。 
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委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付

中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場

合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとし

て取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を

設ける場合があります。 
＜解約請求による換金手続き＞ 

□解約価額：当該請求受付日の翌営業日の基準価額です。 

（解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。） 

□解約単位：販売会社毎に定めた単位とします。 

（解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。） 

□解約代金の支払い：原則として解約請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売会社の申

込場所で支払われます。 

□解約にかかる手数料：ありません。 

 

（注）当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がする

ときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 

３【資産管理等の概要】 

(１)【資産の評価】 

①基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総

額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有

価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原

則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約

の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

＜主要投資対象の評価方法＞ 

有価証券等 評価方法 

株式 

原則として、基準価額計算日※の取引所の最終相場で評価し

ます。 

※外国で取引される資産については、原則として基準価額計

算日の前日とします。 

 

②基準価額は、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業

日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の

照会先まで問い合わせることにより知ることができます。 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 

＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 

 

(２)【保管】 

該当事項はありません。 
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(３)【信託期間】 

当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（平成27年12月30日）から平成37年12月10日まで

（約10年）とします。 

なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協

議のうえ、信託期間を延長することができます。 

ただし、後記「（５）その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託

を終了させることがあります。 

 

(４)【計算期間】 

当ファンドの計算期間は、原則として毎年６月11日から12月10日、12月11日から翌年６月10日ま

でとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間

が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。 

（注）計算期間終了日を「決算日」ということがあります。 

 

(５)【その他】 

①信託契約の解約 

イ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が30億口

を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出る

ことにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ロ．委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信

託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら

かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
ハ．委託会社は、前イ．および前ロ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」とい

います。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の

解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約にかかる知れ

ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。  
ニ．前ハ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項におい

て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について

賛成するものとみなします。 
ホ．前ハ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる

多数をもって行います。 
ヘ．前ハ．から前ホ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを

得ない事情が生じている場合であって、前ハ．から前ホ．までに規定するこの信託契約の解

約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 
 

②信託契約に関する監督官庁の命令 

委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託

約款を変更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。 

 

③委託会社の登録取消等に伴う取扱い 

委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐ

ことを命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する書面決議が否決となる場合を除

き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

 

④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任

務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社また

は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま

たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受

託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること

はできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

 

⑤信託約款の変更等 

イ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との

併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託

の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または

併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に

定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

ロ．委託会社は、前イ．の事項（前イ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限り、前イ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微

なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）

について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重

大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、

この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面

決議の通知を発します。 

ハ．前ロ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項におい

て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について

賛成するものとみなします。 

ニ．前ロ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる

多数をもって行います。 
ホ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
へ．前ロ．から前ホ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用しません。 
ト．前イ．から前へ．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された

場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決

議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 
 

⑥公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用 

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解

約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として

支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款
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の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受

益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 

 

⑧運用にかかる報告等開示方法 

イ．委託会社は、決算日から３ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。 

ロ．委託会社は、決算時および償還時に運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する

法律第14条第１項に定める運用報告書）および交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関

する法律第14条第４項に定める書面）を作成します。 

ハ．委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、

運用報告書（全体版）を委託会社のインターネットホームページに掲載します。 

＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ 

ニ．前ハ．にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ

れを交付します。 

 

⑨委託会社と関係法人との契約の変更 

イ．募集・販売契約 

委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表

示のない限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事

者間の合意により変更することができます。 

ロ．運用委託契約 

委託会社とドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHとの間の運用委託契

約は、当事者の別段の意思表示のない限り、１年毎に自動的に更新されます。運用委託契約は、

当事者間の合意により変更することができます。 

 

４【受益者の権利等】 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信

託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとお

りです。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 
(１)収益分配金に対する請求権 

受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。 

収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、保有口数に応じて、

販売会社を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた

め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して５営業日までに開始します。 

上記にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再

投資する受益者に対しては、委託会社は毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に

交付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の

売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、

委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

(２)償還金に対する請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払います。償還金の支

払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 
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※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して５営業日までに開始します。 

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委

託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

(３)受益権の換金（解約）請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社を通じて委託会社に請求する

権利を有しています。権利行使の方法等については、前述の「換金（解約）手続等」をご参照くだ

さい。 

 

(４)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す

ることができます。 

 

第３【ファンドの経理状況】 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

  なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。 

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（平成28年

６月11日から平成28年12月12日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監

査を受けております。 





１【財務諸表】 

【ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）】 

（１）【貸借対照表】 

（単位：円） 

第１期
平成28年６月10日現在 

第２期
平成28年12月12日現在 

資産の部 

流動資産 

親投資信託受益証券 89,560,307 122,749,343 

派生商品評価勘定 1,898,697 83,700 

未収入金 97,250 － 

流動資産合計 91,556,254 122,833,043 

資産合計 91,556,254 122,833,043 

負債の部 

流動負債 

派生商品評価勘定 － 4,358,334 

未払収益分配金 － 3,883,128 

未払解約金 290,590 516,544 

未払受託者報酬 17,283 20,887 

未払委託者報酬 692,617 837,014 

その他未払費用 5,107 6,187 

流動負債合計 1,005,597 9,622,094 

負債合計 1,005,597 9,622,094 

純資産の部 

元本等 

元本 94,661,181 113,210,751 

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 4,110,524 198 

（分配準備積立金） 839,766 416,282 

元本等合計 90,550,657 113,210,949 

純資産合計 90,550,657 113,210,949 

負債純資産合計 91,556,254 122,833,043 
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

（単位：円） 

第１期 
自 　平成27年12月30日 
至 　平成28年６月10日 

第２期 
自 　平成28年６月11日 
至 　平成28年12月12日 

営業収益 

有価証券売買等損益 △ 11,459,429 11,161,380 

為替差損益 7,516,431 △ 2,810,031 

営業収益合計 △ 3,942,998 8,351,349 

営業費用 

受託者報酬 17,283 20,887 

委託者報酬 692,617 837,014 

その他費用 26,707 16,987 

営業費用合計 736,607 874,888 

営業利益又は営業損失（△） △ 4,679,605 7,476,461 

経常利益又は経常損失（△） △ 4,679,605 7,476,461 

当期純利益又は当期純損失（△） △ 4,679,605 7,476,461 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
伴う当期純損失金額の分配額（△） △ 675,294 43,668 

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △ 4,110,524 

剰余金増加額又は欠損金減少額 3,105 924,082 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,105 924,082 

剰余金減少額又は欠損金増加額 109,318 363,025 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 109,318 363,025 

分配金 － 3,883,128 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 4,110,524 198 
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（３）【注記表】 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．有価証券の評価基準及

び評価方法 
親投資信託受益証券 
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 

  
２．デリバティブの評価基

準及び評価方法 
個別法に基づき原則として時価で評価しております。 

  
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 ３．収益及び費用の計上基

準 約定日基準で計上しております。 

  
４．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要
な事項 

当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成 28 年６月 11 日から平成 28年 12 月 12

日までとなっております。 

  

 
（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期 

平成28年６月10日現在 

第２期 

平成28年12月12日現在 
   

１．元本状況  
期首元本額 100,279,661円 94,661,181円
期中追加設定元本額 3,209,821円 41,934,134円
期中一部解約元本額 8,828,301円 23,384,564円

  
２．受益権の総数 94,661,181口 113,210,751口
  
３．元本の欠損  
  

 4,110,524円 －
  

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期 

自 平成27年12月30日 
至 平成28年６月10日 

第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  

１．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁

している額 

１．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部
を委託するために要する費用として委託者報酬の中から

支弁している額 
201,252 円 242,884 円

  

２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程 
該当事項はありません。 第２期計算期間末（平成 28 年 12月 12 日）に、投資信託約款

に基づき計算した 4,677,911 円 （１万口当たり 413.20 円）

を分配対象収益とし、収益分配方針に従い 3,883,128 円 （１
万口当たり 343 円）を分配しております。 

  配当等収益 

（費用控除後） 72,467円 
  有価証券売買等損益 

（費用控除後、繰越欠損金補填後） 3,569,826円 
  収益調整金 378,501円 
  分配準備積立金 657,117円 
  分配可能額 4,677,911円 
  （１万口当たり分配可能額） (413.20円)
  収益分配金 3,883,128円 
  （１万口当たり収益分配金） (343円)
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（金融商品に関する注記） 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．金融商品に対する取組

方針 
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 

  
２．金融商品の内容及びリ

スク 
当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デ

リバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リ
スク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 

  

３．金融商品に係るリスク
管理体制 

委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定

しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並
びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの
軽減に向けた提言を行っております。 

  
４．金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。 

  

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

項目 
第２期 

平成28年12月12日現在 
  
１．金融商品の時価及び貸

借対照表計上額との差
額 

金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

ません。 

  

２．時価の算定方法 (1)有価証券 
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(2)デリバティブ取引 

デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 
(3)金銭債権及び金銭債務 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 
  

 

（有価証券に関する注記） 
売買目的有価証券 
第１期（平成 28 年６月 10 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 △10,497,493 

合計 △10,497,493 
 

第２期（平成 28年 12 月 12 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 12,086,051 

合計 12,086,051 
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（デリバティブ取引等関係に関する注記） 
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 
（通貨関連） 

第１期 
平成28年６月10日現在 

 
区分 種類 

契約額等 

（円） 
うち 
１年超 

（円） 

時価（円） 評価損益（円） 

     
為替予約取引   
売建   
ユーロ 90,470,697 － 88,572,000 1,898,697

市場取引 

以外の取引 

   

合計 － － 88,572,000 1,898,697
 

第２期 
平成28年12月12日現在 

 
区分 種類 

契約額等 

（円） 
うち 
１年超 

（円） 

時価（円） 評価損益（円） 

     
為替予約取引   
買建   
ユーロ 7,236,966 － 7,300,800 63,834

   
売建   
ユーロ 120,018,492 － 124,356,960 △4,338,468

市場取引 
以外の取引 

   

合計 － － 131,657,760 △4,274,634
（注）時価の算定方法 

Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。 

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。 

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。 

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている

対顧客先物相場の仲値を用いております。 
Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で

評価しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
第２期（自 平成 28 年６月 11 日 至 平成 28 年 12月 12 日） 

該当事項はありません。 
 
（１口当たり情報） 

第１期 
平成28年６月10日現在 

第２期 
平成28年12月12日現在 

１口当たり純資産額 １口当たり純資産額 

0.9566円 1.0000円 

「１口＝１円（10,000口＝9,566円）」 「１口＝１円（10,000口＝10,000円）」
 
（４）【附属明細表】 

①有価証券明細表 
＜株式以外の有価証券＞ 

通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考 

円 親投資信託 
受益証券 

ドイツ株式マザーファンド 125,677,632 122,749,343  

合計 １銘柄 125,677,632 122,749,343  

 

②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。 
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＜参考＞ 

当ファンドは、「ドイツ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の

資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。 

※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

 

 

ドイツ株式マザーファンド 

 

(１)貸借対照表 

第１期 

平成28年６月10日現在 

第２期 

平成28年12月12日現在 区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金 2,790,600 31,395,775 

コール・ローン 4,792,240 10,611,440 

株式 217,017,046 254,614,502 

投資証券 14,155,167 － 

派生商品評価勘定 566 111 

未収配当金 177,836 － 

流動資産合計 238,933,455 296,621,828 

資産合計 238,933,455 296,621,828 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 23 1,554 

未払解約金 97,250 － 

その他未払費用 － 6 

流動負債合計 97,273 1,560 

負債合計 97,273 1,560 

純資産の部   

元本等   

元本 268,653,151 303,691,029 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △29,816,969 △7,070,761 

元本等合計 238,836,182 296,620,268 

純資産合計 238,836,182 296,620,268 

負債純資産合計 238,933,455 296,621,828 
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（２）注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．有価証券の評価基準及

び評価方法 
株式及び投資証券 
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。 

 
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額

もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。 

  

２．デリバティブの評価基
準及び評価方法 

個別法に基づき原則として時価で評価しております。 

  

(1)受取配当金 

外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確
定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上してお

ります。 

(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 

３．収益及び費用の計上基
準 

約定日基準で計上しております。 
  

４．その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項 

(1)外貨建資産等の会計処理 
「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。 

(2)当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成 28 年６月 11 日から平成 28 年 12

月 12 日までとなっております。 
  

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期 

平成28年６月10日現在 
第２期 

平成28年12月12日現在 
   
１．元本状況  

期首元本額 277,088,288円 268,653,151円
期中追加設定元本額 15,813,430円 88,111,338円
期中一部解約元本額 24,248,567円 53,073,460円

  
元本の内訳  

ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 100,742,753円 125,677,632円
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 167,910,398円 178,013,397円
合計 268,653,151円 303,691,029円

  
２．受益権の総数 268,653,151口 303,691,029口
  
３．元本の欠損  
  

 29,816,969円 7,070,761円
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（金融商品に関する注記） 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．金融商品に対する取組

方針 
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 

  
２．金融商品の内容及びリ

スク 
当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ

スク及び流動性リスクであります。 
  
３．金融商品に係るリスク

管理体制 

委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で

行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並

びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの
軽減に向けた提言を行っております。 

  

４．金融商品の時価等に関
する事項についての補
足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 

また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。 

  

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

項目 
第２期 

平成28年12月12日現在 
  

１．金融商品の時価及び貸
借対照表計上額との差

額 

金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。 

  
２．時価の算定方法 (1)有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 
(2)デリバティブ取引 

デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 

(3)金銭債権及び金銭債務 
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。 

  

 
（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 
第１期（平成 28 年６月 10 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

株     式 △8,645,190 

投 資 証 券 435,516 

合計 △8,209,674 
 
第２期（平成 28年 12 月 12 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

株     式 23,793,582 

合計 23,793,582 
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（デリバティブ取引等関係に関する注記） 
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 
（通貨関連） 

第１期 
平成28年６月10日現在 

 
区分 種類 

契約額等 

（円） 
うち 
１年超 

（円） 

時価（円） 評価損益（円） 

     
為替予約取引   
買建   
ユーロ 200,000 － 199,977 △23

   
売建   
ユーロ 100,000 － 99,434 566

市場取引 
以外の取引 

   

合計 － － 299,411 543
 

第２期 

平成28年12月12日現在 

 
区分 種類 

契約額等 
（円） 

うち 
１年超 
（円） 

時価（円） 評価損益（円） 

     
為替予約取引   
売建   
ユーロ 1,400,000 － 1,401,443 △1,443

市場取引 
以外の取引 

   

合計 － － 1,401,443 △1,443
（注）時価の算定方法 

Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。 

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。 

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。 

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている

対顧客先物相場の仲値を用いております。 
Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で

評価しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
第２期（自 平成 28 年６月 11 日 至 平成 28 年 12月 12 日） 

該当事項はありません。 
 
（１口当たり情報） 

第１期 
平成28年６月10日現在 

第２期 
平成28年12月12日現在 

１口当たり純資産額 １口当たり純資産額 

0.8890円 0.9767円 

「１口＝１円（10,000口＝8,890円）」 「１口＝１円（10,000口＝9,767円）」
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（３）附属明細表 
①有価証券明細表 
＜株式＞ 

評価額 
通貨 銘柄 

株式数 
（株） 単価 金額 

備考 

ユーロ AAREAL BANK AG 349 36.820 12,850.180  

 ALLIANZ AG REGD DM 50 1,034 157.250 162,596.500  

 AMADEUS FIRE AG 176 72.090 12,687.840  

 BASF SE 1,486 85.380 126,874.680  

 BAYER AG 1,307 94.540 123,563.780  

 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 894 73.650 65,843.100  

 BECHTLE AG 140 93.500 13,090.000  

 BRENNTAG AG 175 51.200 8,960.000  

 CONTINENTAL AG 589 182.800 107,669.200  

 COVESTRO AG 202 63.090 12,744.180  

 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 2,322 68.300 158,592.600  

 DEUTSCHE BANK AG DM 5 896 17.340 15,536.640  

 DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER 521 77.140 40,189.940  

 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1,171 9.920 11,616.320  

 DEUTSCHE POST AG-REG 2,977 30.165 89,801.200  

 DEUTSCHE TELEKOM AG 2,672 15.735 42,043.920  

 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 681 36.955 25,166.350  

 DUERR AG 292 79.400 23,184.800  

 EVOTEC AG 1,191 6.380 7,598.580  

 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 136 55.080 7,490.880  

 FREENET AG 1,113 25.360 28,225.680  

 FRESENIUS SE & CO KGAA 610 70.380 42,931.800  

 GEA GROUP AG 349 38.155 13,316.090  

 HANNOVER RUECK SE 116 103.200 11,971.200  

 HEIDELBERGCEMENT AG 406 88.010 35,732.060  

 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 504 109.750 55,314.000  

 HORNBACH HOLDING AG & CO KGA 242 63.800 15,439.600  

 INFINEON TECH NPV 2,620 16.195 42,430.900  

 JENOPTIK AG 779 16.095 12,538.000  

 KION GROUP AG 274 51.750 14,179.500  

 KRONES AG 111 85.550 9,496.050  

 LANXESS AG 296 62.000 18,352.000  

 LINDE AG 363 161.000 58,443.000  

 MERCK KGAA 371 94.320 34,992.720  

 MTU AERO ENGINES AG 241 100.750 24,280.750  

 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 330 175.100 57,783.000  

 NORDEX SE 763 19.000 14,497.000  

 OSRAM LICHT AG 432 47.885 20,686.320  

 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 448 35.780 16,029.440  

 QIAGEN N.V. 423 26.940 11,395.620  

 SAP AG 2,115 79.870 168,925.050  

 SIEMENS AG DM 5 1,262 114.700 144,751.400  

 SIXT SE 312 51.450 16,052.400  

 SIXT SE - PRFD 143 38.825 5,551.970  

 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 279 24.155 6,739.240  

 SOFTWARE AG 610 32.645 19,913.450  

 STADA ARZNEIMITTEL AG 404 44.315 17,903.260  

 SYMRISE AG 165 57.790 9,535.350  

 TUI AG-DI 772 12.860 9,927.920  

 UNITED INTERNET AG-REG SHARE 524 35.310 18,502.440  

 VONOVIA SE 698 29.845 20,831.810  

 WIRECARD AG 388 41.980 16,288.240  

 ZALANDO SE 668 35.040 23,406.720  

 ZOOPLUS AG 64 122.750 7,856.000  

 
小計（ユーロ）54 銘柄 38,406 －

2,092,320.670 
（254,614,502） 

 

合計 －
254,614,502 

（254,614,502） 
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（注）1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示

しております。 

3. 外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入有価証券 
時価比率※ 

有価証券の合計 
金額に対する比率 

ユーロ 外国株式 54銘柄 85.83％ 100.00％
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。 
 
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。 
 





【ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし）】 

（１）【貸借対照表】 

（単位：円） 

第１期
平成28年６月10日現在 

第２期
平成28年12月12日現在 

資産の部 

流動資産 

親投資信託受益証券 149,272,343 173,865,684 

流動資産合計 149,272,343 173,865,684 

資産合計 149,272,343 173,865,684 

負債の部 

流動負債 

未払解約金 － 13,909 

未払受託者報酬 30,237 32,399 

未払委託者報酬 1,211,221 1,297,820 

その他未払費用 9,008 9,637 

流動負債合計 1,250,466 1,353,765 

負債合計 1,250,466 1,353,765 

純資産の部 

元本等 

元本 167,720,098 179,303,412 

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 19,698,221 △ 6,791,493 

（分配準備積立金） 1,375,215 1,340,231 

元本等合計 148,021,877 172,511,919 

純資産合計 148,021,877 172,511,919 

負債純資産合計 149,272,343 173,865,684 

－  － 57



（２）【損益及び剰余金計算書】 

（単位：円） 

第１期 
自 　平成27年12月30日 
至 　平成28年６月10日 

第２期 
自 　平成28年６月11日 
至 　平成28年12月12日 

営業収益 

有価証券売買等損益 △ 19,779,858 15,848,827 

営業収益合計 △ 19,779,858 15,848,827 

営業費用 

受託者報酬 30,237 32,399 

委託者報酬 1,211,221 1,297,820 

その他費用 9,008 9,637 

営業費用合計 1,250,466 1,339,856 

営業利益又は営業損失（△） △ 21,030,324 14,508,971 

経常利益又は経常損失（△） △ 21,030,324 14,508,971 

当期純利益又は当期純損失（△） △ 21,030,324 14,508,971 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
伴う当期純損失金額の分配額（△） △ 1,729,669 △ 266,066 

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △ 19,698,221 

剰余金増加額又は欠損金減少額 25,146 2,479,592 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,146 2,479,592 

剰余金減少額又は欠損金増加額 422,712 4,347,901 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 422,712 4,347,901 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 19,698,221 △ 6,791,493 

－  － 58
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（３）【注記表】 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．有価証券の評価基準及

び評価方法 
親投資信託受益証券 
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 

  
有価証券売買等損益 ２．収益及び費用の計上基

準 約定日基準で計上しております。 

  
３．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要
な事項 

当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成 28 年６月 11 日から平成 28年 12 月 12

日までとなっております。 

  

 
（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期 

平成28年６月10日現在 

第２期 

平成28年12月12日現在 
   

１．元本状況  
期首元本額 176,808,627円 167,720,098円
期中追加設定元本額 6,341,495円 32,322,349円
期中一部解約元本額 15,430,024円 20,739,035円

  
２．受益権の総数 167,720,098口 179,303,412口
  
３．元本の欠損  
  

 19,698,221円 6,791,493円
  

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期 

自 平成27年12月30日 
至 平成28年６月10日 

第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  

１．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁

している額 

１．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部
を委託するために要する費用として委託者報酬の中から

支弁している額 
354,146 円 378,050 円

  

２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程 
該当事項はありません。 該当事項はありません。 

  

 
（金融商品に関する注記） 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

項目 
第２期 

自 平成28年６月11日 
至 平成28年12月12日 

  
１．金融商品に対する取組

方針 

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 
  
２．金融商品の内容及びリ

スク 

当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。 

  
３．金融商品に係るリスク

管理体制 
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状

況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並
びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの

軽減に向けた提言を行っております。 
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４．金融商品の時価等に関
する事項についての補
足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 

  

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

項目 
第２期 

平成28年12月12日現在 
  
１．金融商品の時価及び貸

借対照表計上額との差
額 

金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

ません。 

  

２．時価の算定方法 (1)有価証券 
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(2)金銭債権及び金銭債務 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。 

  

 
（有価証券に関する注記） 
売買目的有価証券 

第１期（平成 28 年６月 10 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 △18,210,342 

合計 △18,210,342 
 
第２期（平成 28年 12 月 12 日現在） 

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 15,994,354 

合計 15,994,354 
 
（デリバティブ取引等関係に関する注記） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 
第１期（平成 28 年６月 10 日現在） 
該当事項はありません。 

 
第２期（平成 28年 12 月 12 日現在） 
該当事項はありません。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
第２期（自 平成 28 年６月 11 日 至 平成 28 年 12月 12 日） 

該当事項はありません。 
 
（１口当たり情報） 

第１期 
平成28年６月10日現在 

第２期 
平成28年12月12日現在 

１口当たり純資産額 １口当たり純資産額 

0.8826円 0.9621円 

「１口＝１円（10,000口＝8,826円）」 「１口＝１円（10,000口＝9,621円）」
 
（４）【附属明細表】 

有価証券明細表 
＜株式以外の有価証券＞ 

通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考 

円 親投資信託 
受益証券 

ドイツ株式マザーファンド 178,013,397 173,865,684  

合計 １銘柄 178,013,397 173,865,684  

 

＜参考＞ 

当ファンドは、「ドイツ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資

信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。 

同マザーファンドの状況は、前記「ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）」に記載のとおりであります。 
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２【ファンドの現況】 
  【純資産額計算書】 
（平成 29 年１月末現在） 

 
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 

Ⅰ 資産総額 86,547,657 円 

Ⅱ 負債総額 345,075 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 86,202,582 円 

Ⅳ 発行済数量 83,143,417 口 

Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0368 円 

 
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 

Ⅰ 資産総額 153,440,630 円 

Ⅱ 負債総額 383,571 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 153,057,059 円 

Ⅳ 発行済数量 153,522,499 口 

Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9970 円 

 

（参考）ドイツ株式マザーファンド 

Ⅰ 資産総額 239,237,878 円 

Ⅱ 負債総額 7,427 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 239,230,451 円 

Ⅳ 発行済数量 236,076,679 口 

Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0134 円 
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 

１ 名義書換手続など 

該当事項はありません。 

 

２ 受益者名簿 

作成しません。 

 

３ 受益者に対する特典 

ありません。 

 

４ 受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

 

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含

みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行われるよう通知するものとします。 

 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振

替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

５ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。 

 

６ 受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。 

 

７ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

８ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に

よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
 

（注）委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する

受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を
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発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券

から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

 



－  － 64

第三部【委託会社等の情報】 
第１【委託会社等の概況】 

１【委託会社等の概況】 

(１)資本金の額 

 資本金の額：20億円（平成29年１月末現在） 

 会社が発行する株式総数：12,800,000株 

 発行済株式総数：3,850,000株 

 最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。 

 

(２)会社の機構 

 会社は、10名以内で構成される取締役により運営されます。取締役は、株主総会の決議によって選

任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる総株主の議決権の３分の２以上を有す

る株主が出席し、議決権を行使することができる総株主の議決権の３分の２以上をもってこれを行い

ます。 

 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとします。補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時まで

とします。 

 取締役会は、取締役会の決議によって取締役の中から取締役社長、取締役副社長各１名、専務取締

役および常務取締役若干名を選定することができます。また代表取締役は２名とし、取締役社長およ

び取締役副社長がこれに就任します。ただし、取締役副社長を置かない場合、専務取締役から代表取

締役１名を選定することができます。 

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、招集通知は３日前までに

これを発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができます。 

 取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決

議は、取締役の３分の２以上が出席し、その８分の５以上をもって行います。 

 

＜投信運用の意思決定プロセス＞ 

運用管理
委員会

投 資 政 策 委 員 会

ＰＬＡＮ（戦略）

株式運用第一部
各グループ

株式運用第二部
グローバル株式運用

グループ

債券運用第一部

債券運用第二部

資産別分科会

マクロ部会

マクロ・市場
投資環境シナリオ
資産配分
資産別戦略

ＤＯ（運用） ＳＥＥ（評価）

経済調査部

マルチアセット
運用部

情報

情報

市場・投資戦略部会

マクロシナリオ

市場・投資環境シナリオ

マクロ・市場
投資環境シナリオ原案

ポートフォリオ
検討会議

運用部門

企業調査部
クレジット調査部
海外現地法人

外国株式分科会

国内債券分科会

外国債券分科会

アセットアロケーション分科会

国内株式分科会

オルタナティブ資産分科会
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２【事業の内容及び営業の概況】 

委託会社は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友フィナンシャルグループ）および大和證券株

式会社（現株式会社大和証券グループ本社）の戦略的提携により平成11年４月１日付で、大和投資顧

問株式会社と住銀投資顧問株式会社およびエス・ビー・アイ・エム投信株式会社の三社が合併して設

立された会社です。 

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 

 

平成29年１月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、396本であ

り、その純資産総額は、約3,382,546百万円です（なお、親投資信託134本は、ファンド数及び純資産

総額からは除いております。）。 

 

   種類 ファンド数 純資産総額 

  
単位型株式投資信託 32 102,539百万円 

 
追加型株式投資信託 293 2,936,076百万円 

 
単位型公社債投資信託 71 343,930百万円 

  
合計 396 3,382,546百万円 
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３【委託会社等の経理状況】 

１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年８月６日内閣府令第52号。）により作成しております。 

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号。）により作成しております。 

 

２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第44期事業年度（平成27年４

月１日から平成28年３月31日まで）の財務諸表及び、第45期中間会計期間（平成28年４月１日か

ら平成28年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受

けております。 
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（１）【貸借対照表】                                  （単位：千円） 

  
第43期 第44期 

  
（平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 

資産の部 
 

流動資産 
 

現金・預金 
 

19,107,074 22,725,768

前払費用 
 

198,366 195,917

未収委託者報酬 
 

3,278,499 3,678,543

未収運用受託報酬 
 

1,001,357  957,351

未収収益 
 

15,862 12,713

繰延税金資産 
 

559,646 644,694

その他 
 

7,378 824

流動資産計 
 

24,168,184 28,215,813

固定資産 
 

有形固定資産 
 

建物 ※1 135,473 110,648

器具備品 ※1 48,230 80,498

土地 
 

710 710

リース資産 ※1 6,166 10,102

有形固定資産計 
 

190,580 201,959

無形固定資産 
 

ソフトウエア 
 

105,376 95,535

電話加入権 
 

12,706 12,706

無形固定資産計 
 

118,082 108,242

投資その他の資産 
 

投資有価証券 
 

5,298,347 5,480,557

関係会社株式 
 

1,169,774 956,115

従業員長期貸付金 
 

3,738 2,428

長期差入保証金 
 

510,636 511,355

出資金 
 

82,660 82,660

繰延税金資産 
 

561,097 556,611

その他 
 

2,190 1,567

貸倒引当金 
 

△20,750 △20,750

投資その他の資産計 
 

7,607,693 7,570,543

固定資産計 
 

7,916,356 7,880,745
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資産合計  32,084,541 36,096,558

 

 

(単位：千円)

  
第43期 第44期 

  
（平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 

負債の部 
 

流動負債 
 

リース債務 
 

3,042 3,565

未払金 
 

53,907 85,383

未払手数料 
 

1,519,563 1,620,526

未払費用 
 

1,178,272 1,178,517

未払法人税等 
 

1,515,891 1,923,850

未払消費税等 
 

620,431 323,266

賞与引当金 
 

1,220,900 1,498,000

役員賞与引当金 
 

87,600 101,000

業務委託関連引当金 
 

－ 25,700

その他 
 

29,244 20,860

流動負債計 
 

6,228,853 6,780,670

固定負債 
 

リース債務 
 

3,527 7,280

退職給付引当金 
 

1,459,244 1,546,322

役員退職慰労引当金 
 

148,160 100,350

固定負債計 
 

1,610,931 1,653,953

負債合計 
 

7,839,785 8,434,623
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(単位：千円)

  
第43期 第44期 

  
（平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 

純資産の部 
 

株主資本 
 

資本金 
 

2,000,000 2,000,000

資本剰余金 
 

資本準備金 
 

156,268 156,268

資本剰余金合計 
 

156,268 156,268

利益剰余金 
 

利益準備金 
 

343,731 343,731

その他利益剰余金 
 

別途積立金 
 

1,100,000 1,100,000

繰越利益剰余金 
 

20,569,363 24,034,752

利益剰余金合計 
 

22,013,094 25,478,483

株主資本合計 
 

24,169,363 27,634,752

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 
 

75,392 27,182

評価・換算差額等合計 
 

75,392 27,182

純資産合計 
 

24,244,756 27,661,934

負債純資産合計 
 

32,084,541 36,096,558
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（２）【損益計算書】                                   （単位：千円） 

  

  

第43期 

（自 平成26年4月1日 

   至 平成27年3月31日）

第44期 

（自 平成27年4月1日 

   至 平成28年3月31日）

営業収益 
 

運用受託報酬 
 

3,613,731 4,608,029

委託者報酬 
 

30,077,141 33,183,045

その他営業収益 
 

54,133 45,653

営業収益計 
 

33,745,007 37,836,728

営業費用 
 

支払手数料 
 

14,599,540 15,893,270

広告宣伝費 
 

172,450 168,848

公告費 
 

- 1,028

調査費 
 

  調査費 
 

1,225,517 1,315,033

委託調査費 
 

3,858,570 3,914,869

委託計算費 
 

166,866 193,638

営業雑経費 
 

通信費 
 

35,132 31,664

印刷費 
 

465,810 523,643

協会費 
 

23,810 23,203

諸会費 
 

2,207 2,545

その他 
 

48,630 63,792

営業費用計 
 

20,598,538 22,131,536

一般管理費 
 

給料 
 

役員報酬 
 

201,630 191,952

給料・手当 
 

2,893,443 2,916,345

賞与 
 

99,464 108,042

退職金 
 

4,787 7,113

福利厚生費 
 

644,228 683,822

交際費 
 

17,830 19,339

旅費交通費 
 

149,324 165,319

租税公課 
 

91,224 136,339

不動産賃借料 
 

627,983 635,313

退職給付費用 
 

225,474 226,884

固定資産減価償却費 
 

58,879 55,907
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賞与引当金繰入額 
 

1,174,402 1,498,000

役員退職慰労引当金繰入額 
 

38,530 37,270

役員賞与引当金繰入額 
 

86,300 101,100

諸経費 
 

250,480 279,901

一般管理費計 
 

6,563,983 7,062,654

営業利益 
 

6,582,484 8,642,537

営業外収益 
 

受取配当金 
 

18,215 17,230

受取利息 
 

3,072 4,001

投資有価証券売却益 
 

71,459 62,103

為替差益 
 

397 106

その他 
 

12,418 13,069

営業外収益計 
 

 105,563  96,510

営業外費用 
 

投資有価証券売却損 
 

764 5,968

営業外費用計 
 

 764  5,968

経常利益 
 

6,687,284 8,733,078

特別利益 
 

ゴルフ会員権売却益 
 

400 －

 特別利益計 
 

400 －

特別損失 
 

関係会社株式評価損 
 

－ 213,659

業務委託関連引当金繰入 
 

－ 25,700

固定資産除却損 
 

95 4,215

割増退職金 
 

7,785 －

特別損失計 
 

7,881 243,574

税引前当期純利益 
 

6,679,803 8,489,504

法人税、住民税及び事業税 
 

2,602,339 3,016,713

法人税等調整額 
 

△53,385 △56,198

法人税等合計 
 

2,548,953 2,960,515

当期純利益 
 

4,130,849 5,528,988
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（３）【株主資本等変動計算書】  

第43期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）                    （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 19,953,563

当期変動額       

 剰余金の配当      △3,515,050

 当期純利益      4,130,849

 株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 

      

当期変動額合計 - - - - - 615,799

当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 20,569,363

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

 

利益剰余金 

合計 

株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

当期首残高 21,397,294 23,553,563 3,001 3,001 23,556,565

当期変動額      

 剰余金の配当 △3,515,050 △3,515,050   △3,515,050

 当期純利益 4,130,849 4,130,849   4,130,849

 株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 

  

72,391 72,391 72,391

当期変動額合計 615,799 615,799 72,391 72,391 688,190

当期末残高 22,013,094 24,169,363 75,392 75,392 24,244,756

 

 

  第44期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）                                      （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 20,569,363

当期変動額       

 剰余金の配当      △2,063,600

 当期純利益      5,528,988

 株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 

      

当期変動額合計 - - - - - 3,465,388

当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 24,034,752
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株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

 

利益剰余金 

合計 

株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

当期首残高 22,013,094 24,169,363 75,392 75,392 24,244,756

当期変動額      

 剰余金の配当 △2,063,600 △2,063,600   △2,063,600

 当期純利益 5,528,988 5,528,988   5,528,988

 株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 

  

△48,210 △48,210 △48,210

当期変動額合計 3,465,388 3,465,388 △48,210 △48,210 3,417,178

当期末残高 25,478,483 27,634,752 27,182 27,182 27,661,934
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注記事項 

重要な会計方針 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法を採用しております。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法 

により処理しております。）を採用しております。 

時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しております。 

2.固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物      15～30年 

  器具備品    4～15年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって 

  おります。 

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

3.引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の 

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。 

これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、 

各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して 

おります。 

(6) 業務委託関連引当金 

一部業務を外部委託するに当たり、当社が負担する従業員費用等の支出に備えるため合理的に発生すると 

見込まれる費用を計上しております。 

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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 （貸借対照表関係） 

第43期 

（平成27年3月31日） 

第44期 

（平成28年3月31日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

  建物             416,284千円 

  器具備品           241,990千円 

  リース資産          10,452千円  

2.保証債務 

    被保証者           従業員 

  被保証債務の内容       住宅ローン 

  金額              7,139千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

  建物             438,341千円 

  器具備品           272,516千円 

  リース資産          13,775千円  

2.保証債務 

    被保証者           従業員 

  被保証債務の内容       住宅ローン 

  金額              2,945千円 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 第43期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 

 1.発行済株式に関する事項                               （単位：千株） 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 3,850 － － 3,850

合  計 3,850 － － 3,850

 

 2.配当に関する事項 

  （1）配当金支払額  

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成26年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 3,515,050 913 平成26年3月31日 平成26年6月25日

  

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
株式の

種類 

配当金 

の総額 

（千円） 

配当の 

原資 

１株当た

り配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成27年6月24日 

定時株主総会 

普通 

株式 
2,063,600

利益 

剰余金 
536 平成27年3月31日 平成27年6月25日

 

 第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 

 1.発行済株式に関する事項                               （単位：千株） 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 3,850 － － 3,850

合  計 3,850 － － 3,850

 

 2.配当に関する事項 

 （1）配当金支払額  

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成27年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 2,063,600 536 平成27年3月31日 平成27年6月25日 
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（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   決議 
株式の

種類 

配当金 

の総額 

（千円） 

配当の 

原資 

１株当た

り配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成28年6月23日 

定時株主総会 

普通 

株式 
2,764,300

利益 

剰余金 
718 平成28年3月31日 平成28年6月24日

 

 

(金融商品関係) 

  1.金融商品の状況に関する事項 

 （1）金融商品に対する取組方針 

    当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で 

  流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。 

    安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。 

その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従 

っております。 

  （2）金融商品の内容及びそのリスク 

    主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。 

これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回 

 収不能となるリスクは極めて軽微であります。 

      投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動 

リスクに晒されております。 

    未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に 

係る再委託手数料であります。 

    これらの債務は、全て１年以内の債務であります。 

 

  （3）金融商品に係るリスク管理体制 

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

    当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、 

財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

 

   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

    当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の 

変動リスクは極めて限定的であります。 

    投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告 

しております。 

    また、デリバティブ取引についても行っておりません。 

 

   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

    当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること 

により、流動性リスクを管理しております。 

 

 

  2.金融商品の時価等に関する事項 

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する 

ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。 
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第43期（平成27年3月31日）                           (単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金・預金 19,107,074 19,107,074 － 

（2）未収委託者報酬 3,278,499 3,278,499 － 

（3）未収運用受託報酬 1,001,357 1,001,357 － 

（4）投資有価証券  

   その他有価証券 5,247,212 5,247,212 － 

資産計 28,634,143 28,634,143 － 

（1）未払手数料 1,519,563 1,519,563 － 

（2）未払費用（*1） 926,569 926,569 － 

 負債計 2,446,132 2,446,132 － 

    （*1）金融商品に該当するものを表示しております。 

 

第44期（平成28年3月31日）                         (単位：千円)  

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金・預金 22,725,768 22,725,768 － 

（2）未収委託者報酬 3,678,543 3,678,543 － 

（3）未収運用受託報酬 957,351 957,351 － 

（4）投資有価証券  

   その他有価証券 5,429,421 5,429,421 － 

資産計 32,791,085 32,791,085 － 

（1）未払手数料 1,620,526 1,620,526 － 

（2）未払費用（*1） 917,268 917,268 － 

 負債計 2,537,794 2,537,794 － 

（*1）金融商品に該当するものを表示しております。 

 

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

 資産 

  （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬 

     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に 

よっております。 

  （4）投資有価証券 

     投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価 

証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

      

  負債 

 （1）未払手数料、及び（2）未払費用 

     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に 

よっております。 
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

                                                             （単位：千円） 

区分 第43期（平成27年3月31日） 第44期（平成28年3月31日） 

（1）その他有価証券  

  非上場株式  51,135  51,135 

（2）子会社株式  

  非上場株式 1,169,774 956,115 

（3）長期差入保証金 510,636 511,355 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから 

時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については 

2.（4）投資有価証券には含めておりません。 

 

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額 

     第43期（平成27年3月31日）                              （単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金・預金 19,107,074 － － － 

未収委託者報酬 3,278,499 － － － 

未収運用受託報酬 1,001,357 － － － 

投資有価証券  

その他有価証券の 

うち満期があるもの 428,800 2,113,200 149,744 － 

    合計 23,815,730 2,113,200 149,744 － 

  

     第44期（平成28年3月31日）                                           （単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金・預金 22,725,768 － － － 

未収委託者報酬 3,678,543 － － － 

未収運用受託報酬 957,351 － － － 

投資有価証券  

その他有価証券の 

うち満期のあるもの － 2,106,635 236,275 － 

    合計 27,361,663 2,106,635 236,275 － 

 

 

（有価証券関係） 

  1.子会社株式 

   第43期（平成27年3月31日） 

    子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 1,169,774千円）は、市場価格がなく、時価を把握する 

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

第44期（平成28年3月31日） 

子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する 

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 
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  2.その他有価証券  

第43期（平成27年3月31日）                               （単位:千円） 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

その他 

証券投資信託の受益証券 3,086,552 2,925,460 161,092

小計 3,086,552 2,925,460 161,092

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

その他 

証券投資信託の受益証券 2,160,660 2,210,000 △49,340

小計 2,160,660 2,210,000 △49,340

合計 5,247,212 5,135,460 111,752

  （注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが 

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

   第44期（平成28年3月31日）                              （単位:千円） 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

その他 

証券投資信託の受益証券 2,768,399 2,640,700 127,699

小計 2,768,399 2,640,700 127,699

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

その他 

証券投資信託の受益証券 2,661,022 2,749,542 △88,520

小計 2,661,022 2,749,542 △88,520

合計 5,429,421 5,390,242 39,178

  （注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが 

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

     

  3.当事業年度中に売却したその他有価証券 

第43期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 

                                               （単位:千円） 

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

その他 2,494,198 71,459 764

 

第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 

                                                 （単位:千円） 

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

その他 728,134 62,103 5,968

 

   4.減損処理を行った有価証券 

第43期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 

 該当事項はありません。 
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第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 

    当事業年度において、関係会社株式について213,659千円の減損処理を行っております。 

 

（退職給付関係） 

    1.採用している退職給付制度の概要 

     当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。 

     なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して 

    おります。 

 

   2.簡便法を適用した確定給付制度 

  （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

                                                                  （単位：千円） 

 

第43期 

（自 平成26年4月1日 

     至 平成27年3月31日）

第44期 

（自 平成27年4月1日 

     至 平成28年3月31日）

 退職給付引当金の期首残高 1,391,001 1,459,244

  退職給付費用 162,604 162,311

  退職給付の支払額 △122,316 △75,233

  その他 27,955 －

 退職給付引当金の期末残高 1,459,244 1,546,322

    （注）その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。 

 

  （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

                                                                                   （単位：千円） 

 
第43期 

（平成27年3月31日） 

第44期 

（平成28年3月31日） 

積立型制度の退職給付債務 － －

 年金資産  －  －

 － －

非積立型制度の退職給付債務 1,459,244 1,546,322

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,459,244 1,546,322

  

 退職給付引当金 1,459,244 1,546,322

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,459,244 1,546,322

 

  （3）退職給付費用 

    簡便法で計算した退職給付費用  第43期 162,604千円  第44期 162,311千円 

 

  3.確定拠出制度 

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、第43期は62,870千円、第44期は64,573千円であります。 
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（税効果会計関係） 

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳   

                                                 (単位：千円) 

 
第43期 

（平成27年3月31日） 

第44期 

（平成28年3月31日） 

(1)流動資産   

繰延税金資産   

     未払事業税 107,110 119,355 

賞与引当金 404,117 462,282 

     社会保険料 33,528 31,640 

未払事業所税 4,550 4,486 

     その他 19,871 26,929 

 繰延税金資産合計 569,179 644,694 

  

繰延税金負債  

    その他有価証券評価差額金 △ 9,532 － 

  繰延税金負債合計 △ 9,532 － 

  繰延税金資産の純額   559,646   644,694 

  

(2)固定資産  

 繰延税金資産  

退職給付引当金 471,999 473,920 

投資有価証券 2,243 67,546 

ゴルフ会員権 11,618 11,000 

役員退職慰労引当金 48,561 30,899 

その他 67,362 63,787 

繰延税金資産小計 601,785 647,154 

 評価性引当額 △ 13,861 △ 78,546 

繰延税金資産合計   587,924   568,607 

  

繰延税金負債  

    その他有価証券評価差額金 △ 26,826 △ 11,996 

  繰延税金負債合計 △ 26,826 △ 11,996 

  繰延税金資産の純額   561,097   556,611 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
第43期 

（平成27年3月31日） 

第44期 

（平成28年3月31日） 

 法定実効税率         35.60％         33.10％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目         0.56％         0.47％ 

住民税均等割等         0.06％         0.04％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正         1.22％         0.95％ 

特定外国子会社等留保課税 0.46％ 0.31％ 

税額控除 － △0.46％ 

その他         0.26％         0.46％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率         38.16％         34.87％ 
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 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正 

    「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正 

   する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以 

後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。 

    これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.10％ 

   から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込 

まれる一時差異については30.86％に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込ま 

れる一時差異については30.62％となります。 

    この税率変更により、繰延税金資産の金額が81,319千円減少し、法人税等調整額が80,645千円、 

その他有価証券評価差額金が673千円、それぞれ増加しております。  

 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

1.  報告セグメントの概要 

    当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

関連情報 

第43期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 

1. 製品及びサービスごとの情報 

                                                                                  （単位：千円） 

 投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計 

外部顧客からの営業収益 30,077,141 3,613,731 54,133 33,745,007

 

2.  地域ごとの情報 

（1）営業収益 

     本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。 

（2）有形固定資産 

     本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの 

有形固定資産の記載を省略しております。 

 

3. 主要な顧客ごとの情報 

     外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略 

しております。 

  

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

     該当事項はありません。 
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第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 

1. 製品及びサービスごとの情報 

                                                  （単位：千円） 

 投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計 

外部顧客からの営業収益 33,183,045 4,608,029 45,653 37,836,728

 

2. 地域ごとの情報 

（1）営業収益 

    本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。 

（2）有形固定資産 

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの 

有形固定資産の記載を省略しております。 

 

3. 主要な顧客ごとの情報 

     外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略 

しております。 

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

 

(関連当事者との取引) 

第43期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 

  兄弟会社等 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

(億円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権

等の所

有割合

関連当事者 

との関係 
取引の内容

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

その他

の関係

会社の

子会社 

大和証

券株式

会社 

東京

都 

千代

田区 

1,000 証券業 － 

当社投資信託

に係る事務代

行の委託等 

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払※1 

5,383,745 

未払 

手数

料 

555,261

その他

の関係

会社の

子会社 

株式 

会社 

三井 

住友 

銀行 

東京

都 

千代

田区 

17,709 銀行業 － 

当社投資信託

に係る事務代

行の委託等 

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払※1 

2,695,822 

未払

手数

料 

344,291

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。 

※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。 
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第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 

  兄弟会社等 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

(億円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権

等の所

有割合

関連当事者 

との関係 
取引の内容

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

その他

の関係

会社の

子会社 

大和証

券株式

会社 

東京

都 

千代

田区 

1,000 証券業 － 

当社投資信託

に係る事務代

行の委託等 

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払※1 

5,745,272 

未払 

手数

料 

451,175

その他

の関係

会社の

子会社 

株式 

会社 

三井 

住友 

銀行 

東京

都 

千代

田区 

17,709 銀行業 － 

当社投資信託

に係る事務代

行の委託等 

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払※1 

2,730,584 

未払

手数

料 

436,102

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。 

※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。 

 

 

（１株当たり情報） 

 第43期 

（自 平成26年4月1日 

     至 平成27年3月31日） 

第44期 

（自 平成27年4月1日 

     至 平成28年3月31日） 

1株当たり純資産額 6,297円34銭 7,184円92銭

1株当たり当期純利益金額 1,072円95銭 1,436円10銭

 (注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

    1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

第43期 

（自 平成26年4月1日 

     至 平成27年3月31日）

第44期 

（自 平成27年4月1日 

     至 平成28年3月31日）

 当期純利益(千円) 4,130,849 5,528,988

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 4,130,849 5,528,988

 普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850

 

 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 
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（1）中間貸借対照表 （単位:千円）

  
         当中間会計期間 

          （平成28年9月30日） 

資産の部    

 流動資産    

現金・預金   18,403,442 

前払費用   174,052 

未収委託者報酬   3,194,847 

未収運用受託報酬   1,169,249 

未収収益   11,212 

繰延税金資産   319,200 

流動資産計   23,272,005 

  固定資産    

有形固定資産    

建物  ※１ 101,567 

器具備品  ※１ 71,189 

土地   710 

リース資産  ※１ 12,687 

有形固定資産計   186,153 

無形固定資産   94,349 

投資その他の資産    

投資有価証券   7,578,136 

関係会社株式   956,115 

従業員長期貸付金   301 

長期差入保証金   511,994 

出資金   82,660 

繰延税金資産   529,235 

その他   356 

貸倒引当金   △ 20,750 

投資その他の資産計   9,638,048 

固定資産計   9,918,550 

資産合計   33,190,556 
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（単位：千円）

  
         当中間会計期間 

          （平成28年9月30日） 

負債の部   

  流動負債   

リース債務   4,092

未払金    170,532

未払手数料   1,384,083

未払費用   1,130,930

未払法人税等   779,479

未払消費税等   129,602

前受収益   50,427

賞与引当金   706,000

役員賞与引当金   44,600

その他   25,087

流動負債計   4,424,835

  固定負債   

リース債務   9,556

退職給付引当金   1,472,159

役員退職慰労引当金   74,475

固定負債計   1,556,191

負債合計   5,981,027
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（単位：千円）

  
         当中間会計期間 

          （平成28年9月30日） 

純資産の部   

  株主資本   

   資本金   2,000,000

   資本剰余金   

   資本準備金   156,268

    資本剰余金合計   156,268

利益剰余金   

   利益準備金   343,731

   その他利益剰余金   

   別途積立金   1,100,000

   繰越利益剰余金   23,624,772

  利益剰余金合計   25,068,503

   株主資本合計    27,224,772

  評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   △ 15,242

  評価・換算差額等合計   △ 15,242

純資産合計   27,209,529

負債純資産合計   33,190,556
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（２）中間損益計算書 （単位:千円）

  
       当中間会計期間 

         （自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

  営業収益   

委託者報酬  14,366,017 

運用受託報酬  2,079,955 

その他営業収益  18,316 

営業収益計  16,464,289 

  営業費用  9,571,524 

一般管理費  ※１ 3,477,200 

営業利益  3,415,565 

  営業外収益   

受取配当金  1,724 

受取利息  600 

投資有価証券売却益  6,000 

雑収入  4,168 

営業外収益計  12,493 

  営業外費用  
 
 

投資有価証券売却損  106 

為替差損  491 

営業外費用計  598 

経常利益  3,427,460 

税引前中間純利益  3,427,460 

法人税、住民税及び事業税  701,547 

法人税等調整額  371,592 

法人税等合計  1,073,140 

中間純利益  2,354,320 
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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） （単位:千円）

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 24,034,752

当中間期変動額   

 剰余金の配当   △2,764,300

 中間純利益   2,354,320

 株主資本以外の 

項目の当中間期 

変動額（純額） 

      

当中間期変動額 

合計 
－ － － － － △409,979

当中間期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 23,624,772

 

 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 
利益剰余金 

合計 

当期首残高 25,478,483 27,634,752 27,182 27,182 27,661,934

当中間期変動額      

 剰余金の配当 △2,764,300 △2,764,300  △2,764,300

 中間純利益 2,354,320 2,354,320  2,354,320

 株主資本以外の

項目の当中間期

変動額（純額） 

 △42,425 △42,425 △42,425

当中間期変動額

合計 
△409,979 △409,979 △42,425 △42,425 △452,405

当中間期末残高 25,068,503 27,224,772 △15,242 △15,242 27,209,529
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 注記事項 

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券 

(1)子会社株式     …総平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

時価のないもの…総平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物15年～30年、器具備品4年～15年 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

（3）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上しております。 

（3）役員賞与引当金 

役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当

中間会計期間の負担額を計上しております。 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間

末の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来

の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じ

て、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づ

く当中間会計期間末の要支給額を計上しております。 

４．その他中間財務諸表作成の 

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、｢平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い｣（実務対

応報告第32号 平成28年6月17日）を当中間会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当中間会計期間において、中間財務諸表への影響額はありません。 
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（追加情報） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当

中間会計期間から適用しております。 

 

 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間（平成28年9月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 731,458千円 

２．保証債務 

     被保証者          従業員 

     被保証債務の内容      住宅ローン 

        金額            1,946千円 

 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成28年4月1日  至 平成28年9月30日） 

※１．減価償却実施額 有形固定資産       25,160千円 

無形固定資産       20,743千円 

 

 

   （中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成28年4月1日  至 平成28年9月30日） 

 
１．発行済株式に関する事項 

 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

 普通株式（千株） 3,850 － － 3,850

 
２．配当に関する事項 

  配当金支払額  

 決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額（千円）

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

 平成 28 年 6月 23 日 

定時株主総会 
普通株式 2,764,300 718 平成 28 年 3月 31 日 平成28年6月24日
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   （金融商品関係） 

    当中間会計期間（平成28年9月30日） 

    金融商品の時価等に関する事項 

     平成28年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。 

     （（注2）をご参照ください。） 

 

（単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金・預金 18,403,442 18,403,442 －

（2）未収委託者報酬 3,194,847 3,194,847 －

（3）未収運用受託報酬 1,169,249 1,169,249 －

（4）投資有価証券  

   その他有価証券 7,527,000 7,527,000 －

資産計 30,294,540 30,294,540 －

（1）未払手数料 1,384,083 1,384,083 －

（2）未払費用 ※1 832,303 832,303 －

 負債計 2,216,386 2,216,386 －

     （※1） 金融商品に該当するものを表示しております。  

      

   (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

   資産 

   （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬 

     これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。 

   （4）投資有価証券 

     投資信託であり、公表されている基準価額によっております。 

     また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

    

   負債 

   （1）未払手数料及び（2）未払費用 

     これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。 

 

   (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：千円） 

区分 中間貸借対照表計上額 

（1）その他有価証券  

   非上場株式 51,135

（2）子会社株式  

   非上場株式 956,115

（3）長期差入保証金 511,994

     これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象としておりません。 
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（有価証券関係） 

当中間会計期間（平成28年9月30日） 

1.子会社株式 

 子会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

2.その他有価証券 

（単位：千円） 

区    分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額 

中間貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

証券投資信託の受益証券 2,943,194 2,816,700 126,494 

小計 2,943,194 2,816,700 126,494 

中間貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

   

証券投資信託の受益証券 4,583,805 4,732,270 △148,464 

小計 4,583,805 4,732,270 △148,464 

合計 7,527,000 7,548,970 △21,970 

   （注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（平成28年9月30日） 

  デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

   （セグメント情報等） 

   セグメント情報 

   当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

    当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

   関連情報 

   当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

    1.サービスごとの情報 

（単位：千円）

  投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計 

外部顧客からの営業収益 14,366,017 2,079,955 18,316  16,464,289 

 

    2.地域ごとの情報 

    （1）営業収益 

      本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。 

    （2）有形固定資産 

      本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 
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    3.主要な顧客ごとの情報 

     外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記

載を省略しております。 

 

   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

    当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

     該当事項はありません。 

 

   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

    当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

     該当事項はありません。 

 

   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

    当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日） 

     該当事項はありません。 

 

    

（１株当たり情報） 

 １株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

項目 
当中間会計期間 

(平成28年9月30日) 

（1）１株当たり純資産額 7,067円41銭

（算定上の基礎） 

純資産の部の合計額(千円) 27,209,529

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 27,209,529

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(千株) 3,850

 

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

項目 

当中間会計期間 

(自 平成28年4月１日

至 平成28年9月30日) 

（2）１株当たり中間純利益金額 611円51銭

（算定上の基礎）  

中間純利益金額(千円) 2,354,320

普通株式に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る中間純利益金額(千円) 2,354,320

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850

     （注） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載してお

りません。 

 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。 

(１)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 

(２)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣

府令で定めるものを除きます。)。 

(３)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下(４)および(５)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有

していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令

で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デ

リバティブ取引を行うこと。 

(４)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。 

(５)上記(３)および(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で

あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ

せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為 

 

５【その他】 

(１)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 

(２)訴訟事件その他重要事項 

委託会社およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。 

委託会社の営業年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までとし、営業年度末に決算を行います。 



 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 
 
 
 
ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 

 
 
 

約  款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和住銀投信投資顧問株式会社 



運用の基本方針 

 
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

ドイツ株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。 
 

（２）投資態度 

① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にドイツの金融商品取引所に上場する

株式へ実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。 

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先

物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨

にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似

の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定

の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができ

ます。 
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 
 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の20％以内とします。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以

内とします。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい

て信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時

において信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

⑥ 投資信託証券（親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。）

への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑧ 有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。 

⑨ スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。 

⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な

方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総

額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該

比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率



以内となるよう調整を行うこととします。 

 

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま

す。）等の範囲内とします。 
② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行います。 
 

 



追加型証券投資信託 
＜ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり） 約款＞ 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、

株式会社りそな銀行を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適

用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の

一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による

信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に

規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託

契約を締結し、これを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生

じることがない場合に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金500億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第３条 委託者は、受託者との合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加すること

ができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成37年12月10日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１

号に規定される募集であり、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定め

る公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取

得申込者とし、第７条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得

申込者に帰属するものとします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条の規定による受益権については、500億口を上限に、追加信託に

よって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振

法」といいます。）に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割

できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第８条 追加信託金は追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益

権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券

および第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した

金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証

券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算について

は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 

③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 



（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはあり

ません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰

属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一

の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管

理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿

に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の

指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関

の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益

証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証

券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座

簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行

うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託

により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第12条 販売会社（委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１

項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および委託者

の指定する登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をい

います。以下同じ。）をいいます。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割

される受益権をその取得申込者に対し、１口単位もしくは１口の整数倍となる販売会

社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。 

② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のた

めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。な

お、販売会社は、当該取得申込みの代金（第４項の受益権の価額に当該取得申込みの

口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第１項の規定にかかわらず、販売会社はフランクフルト証券取引所の休業日または

フランクフルトの銀行の休業日と同日の場合には、受益権の取得の申込みに応じませ

ん。 

④ 第１項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第５項に規定する

手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の

取得の申込みにかかる受益権の価額は、１口につき１円に、第５項に規定する手数料

および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤ 前項の手数料の価額は次の通りとします。 

販売会社がそれぞれ定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契約締

結日前の取得申込みについては、１口につき１円とします。）に乗じて得た額としま

す。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が販売会社との間で別に定める累積投資約款に

基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資



する場合の受益権の価額は、原則として、第41条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とす

る受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をす

るものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備え

る振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替

先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関

等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受

人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの

とします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開

設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを

えない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ

ます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、

委託者および受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲） 

第16条 委託者は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式

会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託「ドイツ株式マザーファンド」

（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商

品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下

「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項

第４号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第

１項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表

示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 



11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下

同じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で

定めるものをいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの

をいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものを

いいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定

めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証

券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１

号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号ま

での証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号まで

の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以

下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商

品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含

みます。）により運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託

を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、主として前項

第１号から第６号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産

総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融

商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品

取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。な

お、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の

売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場

および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）上場の投

資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託

証券（金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産

に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えること

となる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ



ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者の関係会社が発行する

有価証券により運用することを指図することができます。また、委託者は、信託金に

よる有価証券その他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図することが

できます。 

（利害関係人等との取引等） 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投

資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指

図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引そ

の他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）

および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項

にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本

項、次項および第33条において同じ。）、第33条第１項に定める信託業務の委託先お

よびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16条第

１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第

28条、第30条、第36条から第38条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと

ができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理とし

て行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の

計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人

の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令

に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害

関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等又

は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、

第15条、第16条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24

条、第26条から第28条、第30条、第36条から第38条に掲げる取引その他これらに類す

る行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投

資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および

同法第32条第３項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、そ

の指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、

金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、

株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権

証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに

ついては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投

資の指図をしません。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株

予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受

権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 



③ 前各項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の運用指図） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける

ことの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡

しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの

信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額

が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超

える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 

第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商

品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取

引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証

券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱

うものとします。（以下同じ。） 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引なら

びに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行

うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引

を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利と

その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則

として第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信

託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利



等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受

入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限） 

第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予

約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ

び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい

います。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債

ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を

しません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公

社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す

る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財

産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その

超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行うものとします。 

（公社債の空売りの指図） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信

託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売

付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引

渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産

総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信

託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

（公社債の借入れ） 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ

とができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めら

れたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信

託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要

と認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約の指図および範囲） 

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図す

ることができます。 



② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計

額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資

産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため

にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（デリバティブ取引等に係る投資制限） 

第31条 委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および

選択権付債券売買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定

める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投

資の指図をしません。 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第32条 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えない

ものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信

託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

（信託業務の委託等） 

第33条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項

に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの

（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力がある

と認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等

の管理を行う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げ

る基準に適合していることを確認するものとします。  

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が

適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと

します。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業

務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため

に必要な行為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第34条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（外国の法令に準拠して設立された法人

で第一種金融商品取引業者に類するものを含みます。以下本条において同じ。）から、

売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外

国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機

関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま

たは第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第35条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または



登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を

留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認

めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信

託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属

する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほ

か、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解

約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第37条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還

金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の

収入金を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に

伴う支払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て

を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間

もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金

の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有

価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％の

範囲内とします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者

に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある

場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にか

かる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を

見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れること

ができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりその

つど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第41条 この信託の計算期間は、原則として毎年６月11日から12月10日、12月11日から翌年

６月10日までとします。ただし、第１計算期間は、信託契約締結日から平成28年６月

10日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、「該

当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、



該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た

だし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に

定める報告は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作

成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外

の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧また

は謄写の請求をすることはできないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立

替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等

に相当する金額等（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産

中から支弁します。 

（信託報酬の額および支弁の方法） 

第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年10,000分の164の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者

との間の配分は別に定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの

とします。 

③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信

託財産中から支弁します。 

④ 第16条第１項に規定する「ドイツ株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限

の委託を受けたものが受ける報酬額は、信託財産に属する「ドイツ株式マザーファン

ド」の時価総額に対して、年10,000分の50以内の率を乗じて得た金額とし、第１項に

基づいて委託者が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。 

（収益の分配） 

第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、別に定める収益分配方針にしたが

い、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払

利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に

分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積み立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸

経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第46条 受託者は、収益分配金については、原則として第47条第１項に規定する支払開始日

および第47条第２項に規定する交付開始日までに、償還金（信託終了時における信託

財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については、第

47条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第47条第４項に規定

する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金お

よび一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつきその責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 



第47条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計

算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に

かかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益

者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間の終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。こ

の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売

付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたが

い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、

当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償

還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第49条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則と

して５営業日目から当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項は除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の

支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第48条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その

支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定

する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者

から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。 

（信託の一部解約） 

第49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位もしくは１口の整数倍

となる販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社

に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の

一部を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座

が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解

約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 委託者は、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業

日と同日の場合は、第１項による一部解約の実行の請求の受け付けを行わないものと

します。 

⑤ 第３項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額としま

す。 

⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の

受け付けを中止することができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該

受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受



益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価

額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の

請求を受け付けたものとして第５項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が、

30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁

に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

⑨ 委託者は前項の規定により、この信託を解約しようとするときは、第51条の規定に

従います。 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱い） 

第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益

分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払

い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ

ます。 

（信託契約の解約） 

第51条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利

であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、

委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約

の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係

る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益

者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までに規定するこ

の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第

56条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条の書面決議が否

決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第54条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、

この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がそ



の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、

委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が

辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第56条の規定にし

たがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受

託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他

の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託

者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、

あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないもの

とします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響

が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」と

いいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面

決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該

決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を

もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益

者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場

合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面

決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第57条 この信託は、受益者が第49条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、

委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正

な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託

に該当するため、第51条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款

の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定

める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第58条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を

行うことはできません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第59条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の

交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった

場合には、これを交付します。 



（信託期間の延長） 

第60条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、

受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。 

（公告） 

第61条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第62条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により

定めます。 

 

附則１ この約款において「累積投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と販

売会社が締結する「累積投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約

を含むものとします。この場合、「累積投資約款」は別の名称に読み替えるものとし

ます。 

 

附則２ 第47条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるも

のとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

附則３ 第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定

の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日

（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利

率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標

利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における

当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間

で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の

数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

附則４ 第24条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から

満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引

および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定

する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取

引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値

をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅

から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら

かじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に

おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済

日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元

本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日

を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売

買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日におけ

る指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取

引をいいます。 

 

 

 



上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

 

         平成27年12月30日 

 

 

 

                            東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

                委託者        大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

 

 

                            大阪市中央区備後町二丁目２番１号 

            受託者     株式会社りそな銀行 
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ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 
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大和住銀投信投資顧問株式会社 



運用の基本方針 

 
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

ドイツ株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。 
 

（２）投資態度 

① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にドイツの金融商品取引所に上場する

株式へ実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

② 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先

物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨

にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似

の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定

の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができ

ます。 
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 
 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の20％以内とします。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以

内とします。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい

て信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時

において信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

⑥ 投資信託証券（親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。）

への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑧ 有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。 

⑨ スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。 

⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な

方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総

額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該

比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率



以内となるよう調整を行うこととします。 

 

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま

す。）等の範囲内とします。 
② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行います。 
 

 



追加型証券投資信託 
＜ドイツ株式ファンド（為替ヘッジなし） 約款＞ 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、

株式会社りそな銀行を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適

用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の

一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による

信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に

規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託

契約を締結し、これを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生

じることがない場合に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金500億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第３条 委託者は、受託者との合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加すること

ができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成37年12月10日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１

号に規定される募集であり、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定め

る公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取

得申込者とし、第７条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得

申込者に帰属するものとします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条の規定による受益権については、500億口を上限に、追加信託に

よって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振

法」といいます。）に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割

できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第８条 追加信託金は追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益

権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券

および第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した

金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証

券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算について

は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 

③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 



（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはあり

ません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰

属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一

の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といい

ます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管

理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿

に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の

指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関

の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益

証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証

券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座

簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行

うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託

により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第12条 販売会社（委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１

項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および委託者

の指定する登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をい

います。以下同じ。）をいいます。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割

される受益権をその取得申込者に対し、１口単位もしくは１口の整数倍となる販売会

社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。 

② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のた

めに開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。な

お、販売会社は、当該取得申込みの代金（第４項の受益権の価額に当該取得申込みの

口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第１項の規定にかかわらず、販売会社はフランクフルト証券取引所の休業日または

フランクフルトの銀行の休業日と同日の場合には、受益権の取得の申込みに応じませ

ん。 

④ 第１項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第５項に規定する

手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい

ます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の

取得の申込みにかかる受益権の価額は、１口につき１円に、第５項に規定する手数料

および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤ 前項の手数料の価額は次の通りとします。 

販売会社がそれぞれ定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契約締

結日前の取得申込みについては、１口につき１円とします。）に乗じて得た額としま

す。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が販売会社との間で別に定める累積投資約款に

基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資



する場合の受益権の価額は、原則として、第41条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とす

る受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をす

るものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備え

る振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替

先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関

等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受

人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの

とします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開

設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを

えない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ

ます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、

委託者および受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲） 

第16条 委託者は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式

会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託「ドイツ株式マザーファンド」

（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商

品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下

「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項

第４号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第

１項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表

示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 



11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下

同じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で

定めるものをいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの

をいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものを

いいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定

めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証

券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１

号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号ま

での証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号まで

の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以

下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商

品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含

みます。）により運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託

を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、主として前項

第１号から第６号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産

総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融

商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品

取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。な

お、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の

売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場

および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）上場の投

資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託

証券（金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産

に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えること

となる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ



ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者の関係会社が発行する

有価証券により運用することを指図することができます。また、委託者は、信託金に

よる有価証券その他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図することが

できます。 

（利害関係人等との取引等） 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投

資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指

図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引そ

の他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）

および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項

にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本

項、次項および第33条において同じ。）、第33条第１項に定める信託業務の委託先お

よびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16条第

１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第

28条、第30条、第36条から第38条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと

ができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理とし

て行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の

計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人

の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令

に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害

関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等又

は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、

第15条、第16条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24

条、第26条から第28条、第30条、第36条から第38条に掲げる取引その他これらに類す

る行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投

資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および

同法第32条第３項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、そ

の指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、

金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、

株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権

証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに

ついては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投

資の指図をしません。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株

予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受

権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 



③ 前各項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の運用指図） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける

ことの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡

しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの

信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額

が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超

える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 

第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商

品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取

引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証

券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱

うものとします。（以下同じ。） 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引なら

びに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行

うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引

を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利と

その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則

として第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信

託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利



等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受

入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限） 

第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予

約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ

び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい

います。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債

ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を

しません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公

社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す

る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財

産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その

超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行うものとします。 

（公社債の空売りの指図） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信

託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売

付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引

渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産

総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信

託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

（公社債の借入れ） 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ

とができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めら

れたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信

託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要

と認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約の指図および範囲） 

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図す

ることができます。 



② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計

額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資

産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため

にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（デリバティブ取引等に係る投資制限） 

第31条 委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および

選択権付債券売買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定

める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投

資の指図をしません。 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第32条 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えない

ものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信

託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

（信託業務の委託等） 

第33条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項

に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの

（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力がある

と認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等

の管理を行う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げ

る基準に適合していることを確認するものとします。  

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が

適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと

します。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業

務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため

に必要な行為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第34条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（外国の法令に準拠して設立された法人

で第一種金融商品取引業者に類するものを含みます。以下本条において同じ。）から、

売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外

国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機

関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま

たは第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第35条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または



登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を

留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認

めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信

託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属

する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほ

か、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解

約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第37条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還

金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の

収入金を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に

伴う支払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て

を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間

もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金

の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有

価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％の

範囲内とします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者

に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある

場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にか

かる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を

見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れること

ができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりその

つど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第41条 この信託の計算期間は、原則として毎年６月11日から12月10日、12月11日から翌年

６月10日までとします。ただし、第１計算期間は、信託契約締結日から平成28年６月

10日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、「該

当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、



該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た

だし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に

定める報告は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作

成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外

の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧また

は謄写の請求をすることはできないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立

替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等

に相当する金額等（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産

中から支弁します。 

（信託報酬の額および支弁の方法） 

第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年10,000分の164の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者

との間の配分は別に定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの

とします。 

③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信

託財産中から支弁します。 

④ 第16条第１項に規定する「ドイツ株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限

の委託を受けたものが受ける報酬額は、信託財産に属する「ドイツ株式マザーファン

ド」の時価総額に対して、年10,000分の50以内の率を乗じて得た金額とし、第１項に

基づいて委託者が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。 

（収益の分配） 

第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、別に定める収益分配方針にしたが

い、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払

利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に

分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積み立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸

経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第46条 受託者は、収益分配金については、原則として第47条第１項に規定する支払開始日

および第47条第２項に規定する交付開始日までに、償還金（信託終了時における信託

財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については、第

47条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第47条第４項に規定

する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金お

よび一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつきその責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 



第47条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計

算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に

かかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益

者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間の終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。こ

の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売

付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたが

い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、

当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償

還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第49条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則と

して５営業日目から当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項は除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の

支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第48条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その

支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定

する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者

から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。 

（信託の一部解約） 

第49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位もしくは１口の整数倍

となる販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社

に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の

一部を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座

が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解

約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 委託者は、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業

日と同日の場合は、第１項による一部解約の実行の請求の受け付けを行わないものと

します。 

⑤ 第３項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額としま

す。 

⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の

受け付けを中止することができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該

受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受



益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価

額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の

請求を受け付けたものとして第５項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が、

30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁

に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

⑨ 委託者は前項の規定により、この信託を解約しようとするときは、第51条の規定に

従います。 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱い） 

第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益

分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払

い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ

ます。 

（信託契約の解約） 

第51条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利

であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、

委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約

の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係

る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益

者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までに規定するこ

の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第

56条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条の書面決議が否

決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第54条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、

この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がそ



の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、

委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が

辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第56条の規定にし

たがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受

託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他

の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託

者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、

あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないもの

とします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響

が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」と

いいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面

決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該

決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を

もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益

者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場

合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面

決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第57条 この信託は、受益者が第49条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、

委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正

な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託

に該当するため、第51条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款

の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定

める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第58条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を

行うことはできません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第59条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の

交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった

場合には、これを交付します。 



（信託期間の延長） 

第60条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、

受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。 

（公告） 

第61条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第62条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により

定めます。 

 

附則１ この約款において「累積投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と販

売会社が締結する「累積投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約

を含むものとします。この場合、「累積投資約款」は別の名称に読み替えるものとし

ます。 

 

附則２ 第47条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるも

のとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

附則３ 第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定

の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日

（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利

率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標

利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における

当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間

で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の

数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

附則４ 第24条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から

満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引

および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定

する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取

引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値

をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅

から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら

かじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に

おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済

日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元

本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日

を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売

買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日におけ

る指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取

引をいいます。 

 

 

 



上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

 

         平成27年12月30日 

 

 

 

                            東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

                委託者        大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

 

 

                            大阪市中央区備後町二丁目２番１号 

            受託者     株式会社りそな銀行 
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